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議 案 参 考 資 料

（令和８年第１回定例会１月会議）

6月期 12月期 6月期 12月期

期末手当
1.25月
(支給済)

1.275月
(現行1.25月)

0.7月
0.725月

(現行0.7月)

勤勉手当
1.05月
(支給済)

1.075月
(現行1.05月)

0.5月
0.525月

(現行0.5月)

計 2.3月
2.35月

(現行2.3月)
1.2月

1.25月
(現行1.2月)

期末手当 1.2625月 1.2625月 0.7125月 0.7125月

勤勉手当 1.0625月 1.0625月 0.5125月 0.5125月

計 2.325月 2.325月 1.225月 1.225月

令和7年度

（適用期日：①③⑥については、令和７年４月１日、②については、令和７年１２月１日）

令和8年度

⑤通勤手当の「100km」以上を上限とする新たな距離区分を新設（上限66,400円）

　駐車場等の利用に対する通勤手当を新設（上限5,000円）

【第３条関係】

⑥常勤職員に準じ、会計年度任用職員の給料表の改定

【第４条関係】

⑦常勤職員に準じ、会計年度任用職員の通勤手当の改定

（施行期日：公布の日。ただし、④⑤⑦については、令和８年４月１日）

　

　分配分

③通勤手当の引き上げ（上限＋7,100円）、宿日直手当の引上げ（＋300円）

【第２条関係】

　④令和8年度以降については、6月及び12月の期末手当及び勤勉手当にそれぞれ配分

常勤職員・会計年度任用職員
定年前再任用短時間勤務職員

（暫定再任用職員）

②期末勤勉手当を0.05月分引上げ、令和7年度12月の期末手当及び勤勉手当にそれぞれ0.025月

担当課（室）係

総務課　人事行政係

１．議案名

議案第１号　職員の給与等に関する条例及び会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する
　　　　　　条例の一部を改正する条例制定について

２．背景・経過

　　公務員給与と民間給与との格差を埋めるため、人事院勧告が行われました。

３．趣旨・目的

　人事院勧告に伴い、所要の改正を行おうとするものです。

４．概要

【第１条関係】

①国家公務員の行政職給料表（一）に準じ、給料表の改定(平均3.28％引上げ)

1



職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例

- 
1 
–
 

 

（
令
和
８
年
第
１
回
定
例
会
１
月
会
議
）

 

【
議
案
第
１
号
 
参
考
資
料
】

 

職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例

 
新
旧
対
照
表

 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
第
１
条
関
係
】

 
【
第
１
条
関
係
】

 

 
 

○
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

3
3
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

4
4
号
）

 
○
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

3
3
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

4
4
号
）

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

(宿
日
直
手
当

) 
(宿

日
直
手
当

) 

第
1

7
条

 
（
略
）

 
第

1
7
条
 
（
略
）

 

2
 
宿
直
及
び
日
直
の
手
当
の
額
は
、
勤
務

1
回
に
つ
い
て

4
,7

0
0
円
を
超
え
な
い
範

囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
。

 

2
 
宿
直
及
び
日
直
の
手
当
の
額
は
、
勤
務

1
回
に
つ
い
て

4
,4

0
0
円
を
超
え
な
い
範

囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
。

 

3
～

4
 
（
略
）

 
3
～

4
 
（
略
）

 

5
 
常
直
的
な
宿
日
直
勤
務
に
あ
っ
て
は
、
前

3
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
額

は
、
月
額

2
3

,5
0

0
円
の
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
。

 

5
 
常
直
的
な
宿
日
直
勤
務
に
あ
っ
て
は
、
前

3
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
額

は
、
月
額

2
2

,0
0

0
円
の
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
。

 

6
 
（
略
）

 
6
 
（
略
）

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

(期
末
手
当

) 
(期

末
手
当

) 

第
1

8
条

 
（
略
）

 
第

1
8
条
 
（
略
）

 

2



職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例

- 
2 
–
 

 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

2
 
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
、

1
0
0
分
の

1
2
7

.5
を
乗
じ
て
得
た
額

に
、
基
準
日
以
前

6
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
当
該
職
員
の
在
職
期
間
の
次
の

各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す

る
。

 

2
 
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
、

1
0
0
分
の

1
2

5
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、

基
準
日
以
前

6
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
当
該
職
員
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

 

(1
) 

6
箇
月
 

1
0

0
分
の

1
0

0
 

(1
) 

6
箇
月
 

1
0

0
分
の

1
0

0
 

(2
) 

5
箇
月
以
上

6
箇
月
未
満

 
1

0
0
分
の

8
0
 

(2
) 

5
箇
月
以
上

6
箇
月
未
満

 
1

0
0
分
の

8
0
 

(3
) 

3
箇
月
以
上

5
箇
月
未
満

 
1

0
0
分
の

6
0
 

(3
) 

3
箇
月
以
上

5
箇
月
未
満

 
1

0
0
分
の

6
0
 

(4
) 

3
箇
月
未
満
 

1
0

0
分
の

3
0
 

(4
) 

3
箇
月
未
満
 

1
0

0
分
の

3
0
 

3
 
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
項
中
「

1
0

0
分
の

1
2

7
.5
」
と
あ
る
の
は
「

1
0
0
分
の

7
2

.5
」
と
す
る
。

 

3
 
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
項
中
「

1
0

0
分
の

1
2

5
」
と
あ
る
の
は
「

1
0

0
分
の

7
0
」
と
す
る
。

 

4
～

6
 
（
略
）

 
4
～

6
 
（
略
）

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

(勤
勉
手
当

) 
(勤

勉
手
当

) 

第
1

9
条

 
（
略
）

 
第

1
9
条
 
（
略
）

 

2
 
（
略
）

 
2
 
（
略
）

 

(1
) 

前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員

 
当

該
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在

(退
職

し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。

)に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当
の
月
額
及
び
こ
れ

に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
に

1
0

0
分
の

1
0

7
.5
を

乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

 

(1
) 

前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員

 
当

該
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在

(退
職

し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。

)に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当
の
月
額
及
び
こ
れ

に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
に

1
0

0
分
の

1
0

5
を
乗

じ
て
得
た
額
の
総
額

 

3



職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例

- 
3 
–
 

 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

(2
) 

前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

 
当
該
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に

1
0

0
分
の

5
2

.5
を
乗
じ
て
得
た

額
の
総
額

 

(2
) 

前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

 
当
該
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に

1
0

0
分
の

5
0
を
乗
じ
て
得
た

額
の
総
額

 

3
～

5
 
（
略
）

 
3
～

5
 
（
略
）

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

(通
勤
手
当

) 
(通

勤
手
当

) 

第
2

0
条
の

2
 
（
略
）

 
第

2
0
条
の

2
 
（
略
）

 

2
 
（
略
）

 
2
 
（
略
）

 

(1
) 

（
略
）

 
(1

) 
（
略
）

 

(2
) 

前
項
第

2
号
に
掲
げ
る
職
員

 
当
該
職
員
の
自
動
車
等
の
使
用
距
離
に
応

じ
、
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、

3
,4

0
0
円
か
ら

3
8

,7
0

0
円
ま
で
の
間
に
お
い
て

規
則
で
定
め
る
額

(定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
う
ち
、
支
給
単
位
期

間
当
た
り
の
通
勤
回
数
を
考
慮
し
て
規
則
で
定
め
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

額
か
ら
そ
の
額
に
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額

) 

(2
) 

前
項
第

2
号
に
掲
げ
る
職
員

 
当
該
職
員
の
自
動
車
等
の
使
用
距
離
に
応

じ
、
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、

3
,4

0
0
円
か
ら

3
1

,6
0

0
円
ま
で
の
間
に
お
い
て

規
則
で
定
め
る
額

(定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
う
ち
、
支
給
単
位
期

間
当
た
り
の
通
勤
回
数
を
考
慮
し
て
規
則
で
定
め
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

額
か
ら
そ
の
額
に
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額

) 

(3
) 

（
略
）

 
(3

) 
（
略
）

 

3
～

7
 
（
略
）

 
3
～

7
 
（
略
）

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

（
附
 
則
 
省
 
略
）

 
（
附
 
則
 
省
 
略
）

 

 
 

4



職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例

- 
4 
–
 

 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

別
表
第

1
(第

8
条
関
係

) 
別
表
第

1
(第

8
条
関
係

) 

職
員

の
区

分
 

 
職 務 の 級

 

1
級

 
2
級

 
3
級

 
4
級

 
5
級

 
6
級

 

号
級

 
給
料
月
額

 給
料
月
額

 給
料
月
額

 給
料
月
額

 給
料
月
額

 給
料
月
額

 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員

 

 
円

 
円

 
円

 
円

 
円

 
円

 

1
 

1
9

5
,8

0
0
 

2
4

2
,0

0
0
 

2
7

6
,3

0
0

 
3

0
9

,8
0
0
 

3
3

2
,6

0
0
 

3
6

6
,8

0
0
 

2
 

1
9

6
,9

0
0
 

2
4

3
,3

0
0
 

2
7

7
,3

0
0

 
3

1
1

,3
0
0
 

3
3

4
,4

0
0
 

3
6

8
,5

0
0
 

3
 

1
9

8
,1

0
0
 

2
4

4
,7

0
0
 

2
7

8
,3

0
0

 
3

1
2

,7
0
0
 

3
3

6
,2

0
0
 

3
7

0
,1

0
0
 

4
 

1
9

9
,2

0
0
 

2
4

6
,1

0
0
 

2
7

9
,3

0
0

 
3

1
4

,1
0
0
 

3
3

7
,9

0
0
 

3
7

1
,7

0
0
 

5
 

2
0

0
,3

0
0
 

2
4

7
,5

0
0
 

2
8

0
,3

0
0

 
3

1
5

,5
0
0
 

3
3

9
,6

0
0
 

3
7

3
,3

0
0
 

6
 

2
0

2
,0

0
0
 

2
4

8
,9

0
0
 

2
8

1
,3

0
0

 
3

1
6

,6
0
0
 

3
4

1
,3

0
0
 

3
7

5
,1

0
0
 

7
 

2
0

3
,6

0
0
 

2
5

0
,3

0
0
 

2
8

2
,2

0
0

 
3

1
7

,6
0
0
 

3
4

3
,0

0
0
 

3
7

6
,6

0
0
 

8
 

2
0

5
,2

0
0
 

2
5

1
,7

0
0
 

2
8

3
,2

0
0

 
3

1
8

,8
0
0
 

3
4

4
,6

0
0
 

3
7

8
,2

0
0
 

9
 

2
0

6
,7

0
0
 

2
5

3
,1

0
0
 

2
8

4
,2

0
0

 
3

2
0

,0
0
0
 

3
4

6
,2

0
0
 

3
7

9
,5

0
0
 

1
0
 

2
0

8
,4

0
0
 

2
5

4
,3

0
0
 

2
8

5
,2

0
0

 
3

2
1

,6
0
0
 

3
4

7
,9

0
0
 

3
8

1
,1

0
0
 

1
1
 

2
1

0
,0

0
0
 

2
5

5
,6

0
0
 

2
8

6
,2

0
0

 
3

2
3

,2
0
0
 

3
4

9
,6

0
0
 

3
8

2
,7

0
0
 

1
2
 

2
1

1
,6

0
0
 

2
5

6
,9

0
0
 

2
8

7
,2

0
0

 
3

2
4

,8
0
0
 

3
5

1
,2

0
0
 

3
8

4
,2

0
0
 

1
3
 

2
1

3
,1

0
0
 

2
5

8
,1

0
0
 

2
8

8
,2

0
0

 
3

2
6

,2
0
0
 

3
5

2
,7

0
0
 

3
8

6
,1

0
0
 

1
4
 

2
1

4
,8

0
0
 

2
5

9
,3

0
0
 

2
8

9
,5

0
0

 
3

2
7

,8
0
0
 

3
5

4
,3

0
0
 

3
8

8
,0

0
0
 

1
5
 

2
1

6
,5

0
0
 

2
6

0
,5

0
0
 

2
9

0
,8

0
0

 
3

2
9

,4
0
0
 

3
5

5
,9

0
0
 

3
8

9
,9

0
0
 

1
6
 

2
1

8
,2

0
0
 

2
6

1
,7

0
0
 

2
9

2
,0

0
0

 
3

3
1

,0
0
0
 

3
5

7
,4

0
0
 

3
9

1
,7

0
0
 

1
7
 

2
1

9
,4

0
0
 

2
6

2
,8

0
0
 

2
9

3
,2

0
0

 
3

3
2

,4
0
0
 

3
5

8
,8

0
0
 

3
9

3
,2

0
0
 

職
員

の
区

分
 

 
職 務 の 級

 

1
級

 
2
級

 
3
級

 
4
級

 
5
級

 
6
級

 

号
級

 
給
料
月
額

 給
料
月
額

 給
料
月
額

 給
料
月
額

 給
料
月
額

 給
料
月
額

 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員

 

 
円

 
円

 
円

 
円

 
円

 
円

 

1
 

1
8

3
,5

0
0
 

2
3

0
,0

0
0
 

2
6

5
,3

0
0
 

2
9

8
,8

0
0
 

3
2

1
,3

0
0
 

3
5

5
,2

0
0
 

2
 

1
8

4
,6

0
0
 

2
3

1
,5

0
0
 

2
6

6
,3

0
0
 

3
0

0
,3

0
0
 

3
2

3
,1

0
0
 

3
5

6
,9

0
0
 

3
 

1
8

5
,8

0
0
 

2
3

3
,0

0
0
 

2
6

7
,3

0
0
 

3
0

1
,8

0
0
 

3
2

4
,9

0
0
 

3
5

8
,5

0
0
 

4
 

1
8

6
,9

0
0
 

2
3

4
,5

0
0
 

2
6

8
,3

0
0
 

3
0

3
,2

0
0
 

3
2

6
,6

0
0
 

3
6

0
,1

0
0
 

5
 

1
8

8
,0

0
0
 

2
3

6
,0

0
0
 

2
6

9
,3

0
0
 

3
0

4
,6

0
0
 

3
2

8
,3

0
0
 

3
6

1
,7

0
0
 

6
 

1
8

9
,7

0
0
 

2
3

7
,5

0
0
 

2
7

0
,3

0
0
 

3
0

5
,7

0
0
 

3
3

0
,0

0
0
 

3
6

3
,5

0
0
 

7
 

1
9

1
,3

0
0
 

2
3

9
,0

0
0
 

2
7

1
,3

0
0
 

3
0

6
,7

0
0
 

3
3

1
,7

0
0
 

3
6

5
,0

0
0
 

8
 

1
9

2
,9

0
0
 

2
4

0
,5

0
0
 

2
7

2
,3

0
0
 

3
0

7
,9

0
0
 

3
3

3
,4

0
0
 

3
6

6
,6

0
0
 

9
 

1
9

4
,5

0
0
 

2
4

2
,0

0
0
 

2
7

3
,3

0
0
 

3
0

9
,1

0
0
 

3
3

5
,0

0
0
 

3
6

8
,0

0
0
 

1
0
 

1
9

6
,2

0
0
 

2
4

3
,4

0
0
 

2
7

4
,3

0
0
 

3
1

0
,7

0
0
 

3
3

6
,7

0
0
 

3
6

9
,6

0
0
 

1
1
 

1
9

7
,8

0
0
 

2
4

4
,8

0
0
 

2
7

5
,3

0
0
 

3
1

2
,3

0
0
 

3
3

8
,4

0
0
 

3
7

1
,2

0
0
 

1
2
 

1
9

9
,4

0
0
 

2
4

6
,2

0
0
 

2
7

6
,4

0
0
 

3
1

3
,9

0
0
 

3
4

0
,0

0
0
 

3
7

2
,7

0
0
 

1
3
 

2
0

1
,0

0
0
 

2
4

7
,4

0
0
 

2
7

7
,4

0
0
 

3
1

5
,4

0
0
 

3
4

1
,5

0
0
 

3
7

4
,6

0
0
 

1
4
 

2
0

2
,7

0
0
 

2
4

8
,6

0
0
 

2
7

8
,7

0
0
 

3
1

7
,0

0
0
 

3
4

3
,1

0
0
 

3
7

6
,5

0
0
 

1
5
 

2
0

4
,4

0
0
 

2
4

9
,8

0
0
 

2
8

0
,0

0
0
 

3
1

8
,6

0
0
 

3
4

4
,7

0
0
 

3
7

8
,4

0
0
 

1
6
 

2
0

6
,1

0
0
 

2
5

1
,0

0
0
 

2
8

1
,2

0
0
 

3
2

0
,2

0
0
 

3
4

6
,2

0
0
 

3
8

0
,2

0
0
 

1
7
 

2
0

7
,4

0
0
 

2
5

2
,1

0
0
 

2
8

2
,5

0
0
 

3
2

1
,7

0
0
 

3
4

7
,6

0
0
 

3
8

1
,7

0
0
 

5



職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例

- 
5 
–
 

 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

1
8
 

2
2

1
,0

0
0
 

2
6

3
,9

0
0
 

2
9

4
,5

0
0

 
3

3
4

,1
0
0
 

3
6

0
,5

0
0
 

3
9

5
,0

0
0
 

1
9
 

2
2

2
,6

0
0
 

2
6

5
,0

0
0
 

2
9

5
,7

0
0

 
3

3
5

,7
0
0
 

3
6

2
,1

0
0
 

3
9

6
,7

0
0
 

2
0
 

2
2

4
,1

0
0
 

2
6

6
,1

0
0
 

2
9

6
,9

0
0

 
3

3
7

,3
0
0
 

3
6

3
,7

0
0
 

3
9

8
,3

0
0
 

2
1
 

2
2

5
,6

0
0
 

2
6

7
,0

0
0
 

2
9

7
,9

0
0

 
3

3
8

,7
0
0
 

3
6

4
,8

0
0
 

4
0

0
,0

0
0
 

2
2
 

2
2

7
,2

0
0
 

2
6

8
,0

0
0
 

2
9

9
,1

0
0

 
3

4
0

,4
0
0
 

3
6

6
,3

0
0
 

4
0

1
,4

0
0
 

2
3
 

2
2

8
,8

0
0
 

2
6

9
,0

0
0
 

3
0

0
,3

0
0

 
3

4
2

,1
0
0
 

3
6

7
,8

0
0
 

4
0

2
,8

0
0
 

2
4
 

2
3

0
,4

0
0
 

2
7

0
,0

0
0
 

3
0

1
,6

0
0

 
3

4
3

,7
0
0
 

3
6

9
,3

0
0
 

4
0

4
,2

0
0
 

2
5
 

2
3

2
,0

0
0
 

2
7

1
,0

0
0
 

3
0

2
,9

0
0

 
3

4
4

,9
0
0
 

3
7

1
,0

0
0
 

4
0

5
,6

0
0
 

2
6
 

2
3

3
,7

0
0
 

2
7

1
,9

0
0
 

3
0

3
,9

0
0

 
3

4
6

,8
0
0
 

3
7

2
,8

0
0
 

4
0

6
,8

0
0
 

2
7
 

2
3

5
,0

0
0
 

2
7

2
,7

0
0
 

3
0

4
,9

0
0

 
3

4
8

,5
0
0
 

3
7

4
,4

0
0
 

4
0

8
,0

0
0
 

2
8
 

2
3

6
,3

0
0
 

2
7

3
,6

0
0
 

3
0

5
,9

0
0

 
3

5
0

,1
0
0
 

3
7

6
,1

0
0
 

4
0

9
,0

0
0
 

2
9
 

2
3

7
,6

0
0
 

2
7

4
,4

0
0
 

3
0

7
,0

0
0

 
3

5
1

,6
0
0
 

3
7

7
,5

0
0
 

4
1

0
,1

0
0
 

3
0
 

2
3

8
,7

0
0
 

2
7

5
,2

0
0
 

3
0

8
,2

0
0

 
3

5
3

,2
0
0
 

3
7

8
,8

0
0
 

4
1

1
,3

0
0
 

3
1
 

2
3

9
,8

0
0
 

2
7

6
,0

0
0
 

3
0

9
,3

0
0

 
3

5
4

,8
0
0
 

3
8

0
,0

0
0
 

4
1

2
,4

0
0
 

3
2
 

2
4

0
,9

0
0
 

2
7

6
,7

0
0
 

3
1

0
,5

0
0

 
3

5
6

,4
0
0
 

3
8

1
,4

0
0
 

4
1

3
,5

0
0
 

3
3
 

2
4

2
,0

0
0
 

2
7

7
,4

0
0
 

3
1

1
,6

0
0

 
3

5
8

,1
0
0
 

3
8

2
,5

0
0
 

4
1

4
,2

0
0
 

3
4
 

2
4

2
,9

0
0
 

2
7

8
,2

0
0
 

3
1

2
,9

0
0

 
3

5
9

,9
0
0
 

3
8

3
,4

0
0
 

4
1

4
,9

0
0
 

3
5
 

2
4

3
,8

0
0
 

2
7

9
,0

0
0
 

3
1

4
,2

0
0

 
3

6
1

,7
0
0
 

3
8

4
,4

0
0
 

4
1

5
,5

0
0
 

3
6
 

2
4

4
,8

0
0
 

2
7

9
,6

0
0
 

3
1

5
,5

0
0

 
3

6
3

,5
0
0
 

3
8

5
,4

0
0
 

4
1

6
,2

0
0
 

3
7
 

2
4

5
,8

0
0
 

2
8

0
,3

0
0
 

3
1

6
,7

0
0

 
3

6
5

,0
0
0
 

3
8

6
,2

0
0
 

4
1

6
,8

0
0
 

3
8
 

2
4

6
,7

0
0
 

2
8

1
,1

0
0
 

3
1

8
,0

0
0

 
3

6
6

,4
0
0
 

3
8

7
,1

0
0
 

4
1

7
,4

0
0
 

3
9
 

2
4

7
,6

0
0
 

2
8

1
,8

0
0
 

3
1

9
,3

0
0

 
3

6
7

,8
0
0
 

3
8

8
,0

0
0
 

4
1

7
,9

0
0
 

4
0
 

2
4

8
,4

0
0
 

2
8

2
,5

0
0
 

3
2

0
,6

0
0

 
3

6
9

,2
0
0
 

3
8

8
,8

0
0
 

4
1

8
,3

0
0
 

4
1
 

2
4

9
,2

0
0
 

2
8

3
,2

0
0
 

3
2

1
,9

0
0

 
3

7
0

,7
0
0
 

3
8

9
,6

0
0
 

4
1

8
,7

0
0
 

1
8
 

2
0

9
,0

0
0
 

2
5

3
,2

0
0
 

2
8

3
,8

0
0
 

3
2

3
,4

0
0
 

3
4

9
,3

0
0
 

3
8

3
,5

0
0
 

1
9
 

2
1

0
,6

0
0
 

2
5

4
,3

0
0
 

2
8

5
,0

0
0
 

3
2

5
,0

0
0
 

3
5

0
,9

0
0
 

3
8

5
,2

0
0
 

2
0
 

2
1

2
,1

0
0
 

2
5

5
,4

0
0
 

2
8

6
,2

0
0
 

3
2

6
,6

0
0
 

3
5

2
,5

0
0
 

3
8

6
,8

0
0
 

2
1
 

2
1

3
,6

0
0
 

2
5

6
,4

0
0
 

2
8

7
,3

0
0
 

3
2

8
,0

0
0
 

3
5

3
,7

0
0
 

3
8

8
,5

0
0
 

2
2
 

2
1

5
,2

0
0
 

2
5

7
,4

0
0
 

2
8

8
,5

0
0
 

3
2

9
,7

0
0
 

3
5

5
,2

0
0
 

3
8

9
,9

0
0
 

2
3
 

2
1

6
,8

0
0
 

2
5

8
,4

0
0
 

2
8

9
,8

0
0
 

3
3

1
,4

0
0
 

3
5

6
,7

0
0
 

3
9

1
,3

0
0
 

2
4
 

2
1

8
,4

0
0
 

2
5

9
,4

0
0
 

2
9

1
,1

0
0
 

3
3

3
,0

0
0
 

3
5

8
,2

0
0
 

3
9

2
,7

0
0
 

2
5
 

2
2

0
,0

0
0
 

2
6

0
,4

0
0
 

2
9

2
,4

0
0
 

3
3

4
,2

0
0
 

3
5

9
,9

0
0
 

3
9

4
,1

0
0
 

2
6
 

2
2

1
,7

0
0
 

2
6

1
,3

0
0
 

2
9

3
,4

0
0
 

3
3

6
,1

0
0
 

3
6

1
,7

0
0
 

3
9

5
,3

0
0
 

2
7
 

2
2

3
,0

0
0
 

2
6

2
,2

0
0
 

2
9

4
,4

0
0
 

3
3

7
,8

0
0
 

3
6

3
,4

0
0
 

3
9

6
,5

0
0
 

2
8
 

2
2

4
,3

0
0
 

2
6

3
,1

0
0
 

2
9

5
,5

0
0
 

3
3

9
,4

0
0
 

3
6

5
,1

0
0
 

3
9

7
,5

0
0
 

2
9
 

2
2

5
,6

0
0
 

2
6

3
,9

0
0
 

2
9

6
,6

0
0
 

3
4

0
,9

0
0
 

3
6

6
,5

0
0
 

3
9

8
,6

0
0
 

3
0
 

2
2

6
,7

0
0
 

2
6

4
,7

0
0
 

2
9

7
,8

0
0
 

3
4

2
,5

0
0
 

3
6

7
,8

0
0
 

3
9

9
,8

0
0
 

3
1
 

2
2

7
,8

0
0
 

2
6

5
,5

0
0
 

2
9

8
,9

0
0
 

3
4

4
,1

0
0
 

3
6

9
,0

0
0
 

4
0

0
,9

0
0
 

3
2
 

2
2

8
,9

0
0
 

2
6

6
,3

0
0
 

3
0

0
,1

0
0
 

3
4

5
,7

0
0
 

3
7

0
,4

0
0
 

4
0

2
,0

0
0
 

3
3
 

2
3

0
,0

0
0
 

2
6

7
,0

0
0
 

3
0

1
,3

0
0
 

3
4

7
,4

0
0
 

3
7

1
,5

0
0
 

4
0

2
,7

0
0
 

3
4
 

2
3

1
,1

0
0
 

2
6

7
,8

0
0
 

3
0

2
,6

0
0
 

3
4

9
,2

0
0
 

3
7

2
,4

0
0
 

4
0

3
,4

0
0
 

3
5
 

2
3

2
,2

0
0
 

2
6

8
,6

0
0
 

3
0

3
,9

0
0
 

3
5

1
,0

0
0
 

3
7

3
,4

0
0
 

4
0

4
,1

0
0
 

3
6
 

2
3

3
,3

0
0
 

2
6

9
,3

0
0
 

3
0

5
,2

0
0
 

3
5

2
,8

0
0
 

3
7

4
,5

0
0
 

4
0

4
,8

0
0
 

3
7
 

2
3

4
,4

0
0
 

2
7

0
,0

0
0
 

3
0

6
,5

0
0
 

3
5

4
,3

0
0
 

3
7

5
,3

0
0
 

4
0

5
,4

0
0
 

3
8
 

2
3

5
,4

0
0
 

2
7

0
,8

0
0
 

3
0

7
,8

0
0
 

3
5

5
,7

0
0
 

3
7

6
,2

0
0
 

4
0

6
,0

0
0
 

3
9
 

2
3

6
,4

0
0
 

2
7

1
,6

0
0
 

3
0

9
,1

0
0
 

3
5

7
,1

0
0
 

3
7

7
,1

0
0
 

4
0

6
,5

0
0
 

4
0
 

2
3

7
,3

0
0
 

2
7

2
,3

0
0
 

3
1

0
,4

0
0
 

3
5

8
,5

0
0
 

3
7

7
,9

0
0
 

4
0

6
,9

0
0
 

4
1
 

2
3

8
,2

0
0
 

2
7

3
,0

0
0
 

3
1

1
,7

0
0
 

3
6

0
,0

0
0
 

3
7

8
,7

0
0
 

4
0

7
,3

0
0
 

6



職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例

- 
6 
–
 

 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

4
2
 

2
4

9
,9

0
0
 

2
8

3
,9

0
0
 

3
2

3
,1

0
0

 
3

7
1

,5
0
0
 

3
9

0
,4

0
0
 

4
1

8
,9

0
0
 

4
3
 

2
5

0
,5

0
0
 

2
8

4
,6

0
0
 

3
2

4
,4

0
0

 
3

7
2

,4
0
0
 

3
9

1
,2

0
0
 

4
1

9
,2

0
0
 

4
4
 

2
5

1
,1

0
0
 

2
8

5
,3

0
0
 

3
2

5
,5

0
0

 
3

7
3

,4
0
0
 

3
9

1
,9

0
0
 

4
1

9
,5

0
0
 

4
5
 

2
5

1
,8

0
0
 

2
8

6
,0

0
0
 

3
2

6
,4

0
0

 
3

7
4

,3
0
0
 

3
9

2
,6

0
0
 

4
1

9
,8

0
0
 

4
6
 

2
5

2
,4

0
0
 

2
8

6
,6

0
0
 

3
2

7
,7

0
0

 
3

7
5

,4
0
0
 

3
9

3
,3

0
0
 

4
2

0
,1

0
0
 

4
7
 

2
5

3
,0

0
0
 

2
8

7
,3

0
0
 

3
2

9
,0

0
0

 
3

7
6

,3
0
0
 

3
9

4
,0

0
0
 

4
2

0
,4

0
0
 

4
8
 

2
5

3
,6

0
0
 

2
8

7
,9

0
0
 

3
3

0
,3

0
0

 
3

7
7

,3
0
0
 

3
9

4
,7

0
0
 

4
2

0
,7

0
0
 

4
9
 

2
5

4
,1

0
0
 

2
8

8
,6

0
0
 

3
3

1
,4

0
0

 
3

7
8

,2
0
0
 

3
9

5
,2

0
0
 

4
2

0
,9

0
0
 

5
0
 

2
5

4
,7

0
0
 

2
8

9
,2

0
0
 

3
3

2
,7

0
0

 
3

7
8

,9
0
0
 

3
9

5
,8

0
0
 

4
2

1
,2

0
0
 

5
1
 

2
5

5
,3

0
0
 

2
8

9
,9

0
0
 

3
3

3
,9

0
0

 
3

7
9

,6
0
0
 

3
9

6
,4

0
0
 

4
2

1
,4

0
0
 

5
2
 

2
5

5
,8

0
0
 

2
9

0
,6

0
0
 

3
3

5
,1

0
0

 
3

8
0

,2
0
0
 

3
9

7
,1

0
0
 

4
2

1
,7

0
0
 

5
3
 

2
5

6
,2

0
0
 

2
9

1
,1

0
0
 

3
3

6
,4

0
0

 
3

8
0

,6
0
0
 

3
9

7
,5

0
0
 

4
2

1
,9

0
0
 

5
4
 

2
5

6
,6

0
0
 

2
9

1
,7

0
0
 

3
3

7
,4

0
0

 
3

8
1

,2
0
0
 

3
9

8
,1

0
0
 

4
2

2
,2

0
0
 

5
5
 

2
5

6
,9

0
0
 

2
9

2
,3

0
0
 

3
3

8
,5

0
0

 
3

8
1

,8
0
0
 

3
9

8
,7

0
0
 

4
2

2
,5

0
0
 

5
6
 

2
5

7
,2

0
0
 

2
9

3
,0

0
0
 

3
3

9
,6

0
0

 
3

8
2

,5
0
0
 

3
9

9
,2

0
0
 

4
2

2
,8

0
0
 

5
7
 

2
5

7
,5

0
0
 

2
9

3
,6

0
0
 

3
4

0
,3

0
0

 
3

8
2

,8
0
0
 

3
9

9
,6

0
0
 

4
2

3
,0

0
0
 

5
8
 

2
5

7
,8

0
0
 

2
9

4
,2

0
0
 

3
4

1
,2

0
0

 
3

8
3

,5
0
0
 

4
0

0
,2

0
0
 

4
2

3
,3

0
0
 

5
9
 

2
5

8
,1

0
0
 

2
9

4
,8

0
0
 

3
4

1
,9

0
0

 
3

8
4

,2
0
0
 

4
0

0
,8

0
0
 

4
2

3
,6

0
0
 

6
0
 

2
5

8
,4

0
0
 

2
9

5
,5

0
0
 

3
4

2
,7

0
0

 
3

8
4

,8
0
0
 

4
0

1
,3

0
0
 

4
2

3
,8

0
0
 

6
1
 

2
5

8
,7

0
0
 

2
9

6
,1

0
0
 

3
4

3
,5

0
0

 
3

8
5

,1
0
0
 

4
0

1
,7

0
0
 

4
2

4
,0

0
0
 

6
2
 

2
5

9
,0

0
0
 

2
9

6
,7

0
0
 

3
4

3
,9

0
0

 
3

8
5

,6
0
0
 

4
0

2
,2

0
0
 

4
2

4
,3

0
0
 

6
3
 

2
5

9
,3

0
0
 

2
9

7
,2

0
0
 

3
4

4
,4

0
0

 
3

8
6

,2
0
0
 

4
0

2
,7

0
0
 

4
2

4
,6

0
0
 

6
4
 

2
5

9
,6

0
0
 

2
9

7
,7

0
0
 

3
4

5
,1

0
0

 
3

8
6

,8
0
0
 

4
0

3
,3

0
0
 

4
2

4
,8

0
0
 

6
5
 

2
5

9
,9

0
0
 

2
9

8
,2

0
0
 

3
4

5
,9

0
0

 
3

8
7

,1
0
0
 

4
0

3
,6

0
0
 

4
2

5
,0

0
0
 

4
2
 

2
3

9
,1

0
0
 

2
7

3
,8

0
0
 

3
1

3
,0

0
0
 

3
6

0
,8

0
0
 

3
7

9
,5

0
0
 

4
0

7
,5

0
0
 

4
3
 

2
3

9
,9

0
0
 

2
7

4
,6

0
0
 

3
1

4
,3

0
0
 

3
6

1
,8

0
0
 

3
8

0
,3

0
0
 

4
0

7
,8

0
0
 

4
4
 

2
4

0
,7

0
0
 

2
7

5
,3

0
0
 

3
1

5
,4

0
0
 

3
6

2
,8

0
0
 

3
8

1
,0

0
0
 

4
0

8
,1

0
0
 

4
5
 

2
4

1
,4

0
0
 

2
7

6
,0

0
0
 

3
1

6
,3

0
0
 

3
6

3
,7

0
0
 

3
8

1
,7

0
0
 

4
0

8
,4

0
0
 

4
6
 

2
4

2
,0

0
0
 

2
7

6
,7

0
0
 

3
1

7
,6

0
0
 

3
6

4
,8

0
0
 

3
8

2
,4

0
0
 

4
0

8
,7

0
0
 

4
7
 

2
4

2
,6

0
0
 

2
7

7
,4

0
0
 

3
1

8
,9

0
0
 

3
6

5
,7

0
0
 

3
8

3
,1

0
0
 

4
0

9
,0

0
0
 

4
8
 

2
4

3
,2

0
0
 

2
7

8
,1

0
0
 

3
2

0
,2

0
0
 

3
6

6
,7

0
0
 

3
8

3
,8

0
0
 

4
0

9
,3

0
0
 

4
9
 

2
4

3
,8

0
0
 

2
7

8
,8

0
0
 

3
2

1
,4

0
0
 

3
6

7
,6

0
0
 

3
8

4
,3

0
0
 

4
0

9
,5

0
0
 

5
0
 

2
4

4
,4

0
0
 

2
7

9
,5

0
0
 

3
2

2
,7

0
0
 

3
6

8
,3

0
0
 

3
8

4
,9

0
0
 

4
0

9
,8

0
0
 

5
1
 

2
4

5
,0

0
0
 

2
8

0
,2

0
0
 

3
2

3
,9

0
0
 

3
6

9
,0

0
0
 

3
8

5
,5

0
0
 

4
1

0
,1

0
0
 

5
2
 

2
4

5
,5

0
0
 

2
8

0
,9

0
0
 

3
2

5
,1

0
0
 

3
6

9
,6

0
0
 

3
8

6
,2

0
0
 

4
1

0
,4

0
0
 

5
3
 

2
4

6
,0

0
0
 

2
8

1
,5

0
0
 

3
2

6
,4

0
0
 

3
7

0
,0

0
0
 

3
8

6
,6

0
0
 

4
1

0
,6

0
0
 

5
4
 

2
4

6
,4

0
0
 

2
8

2
,2

0
0
 

3
2

7
,5

0
0
 

3
7

0
,6

0
0
 

3
8

7
,2

0
0
 

4
1

0
,9

0
0
 

5
5
 

2
4

6
,7

0
0
 

2
8

2
,8

0
0
 

3
2

8
,6

0
0
 

3
7

1
,3

0
0
 

3
8

7
,8

0
0
 

4
1

1
,2

0
0
 

5
6
 

2
4

7
,0

0
0
 

2
8

3
,5

0
0
 

3
2

9
,7

0
0
 

3
7

2
,0

0
0
 

3
8

8
,3

0
0
 

4
1

1
,5

0
0
 

5
7
 

2
4

7
,3

0
0
 

2
8

4
,1

0
0
 

3
3

0
,4

0
0
 

3
7

2
,3

0
0
 

3
8

8
,7

0
0
 

4
1

1
,7

0
0
 

5
8
 

2
4

7
,6

0
0
 

2
8

4
,8

0
0
 

3
3

1
,3

0
0
 

3
7

3
,0

0
0
 

3
8

9
,3

0
0
 

4
1

2
,0

0
0
 

5
9
 

2
4

7
,9

0
0
 

2
8

5
,4

0
0
 

3
3

2
,0

0
0
 

3
7

3
,7

0
0
 

3
8

9
,9

0
0
 

4
1

2
,3

0
0
 

6
0
 

2
4

8
,2

0
0
 

2
8

6
,1

0
0
 

3
3

2
,8

0
0
 

3
7

4
,3

0
0
 

3
9

0
,4

0
0
 

4
1

2
,5

0
0
 

6
1
 

2
4

8
,5

0
0
 

2
8

6
,7

0
0
 

3
3

3
,6

0
0
 

3
7

4
,6

0
0
 

3
9

0
,8

0
0
 

4
1

2
,7

0
0
 

6
2
 

2
4

8
,8

0
0
 

2
8

7
,4

0
0
 

3
3

4
,0

0
0
 

3
7

5
,1

0
0
 

3
9

1
,3

0
0
 

4
1

3
,0

0
0
 

6
3
 

2
4

9
,1

0
0
 

2
8

8
,0

0
0
 

3
3

4
,6

0
0
 

3
7

5
,7

0
0
 

3
9

1
,8

0
0
 

4
1

3
,3

0
0
 

6
4
 

2
4

9
,4

0
0
 

2
8

8
,5

0
0
 

3
3

5
,3

0
0
 

3
7

6
,3

0
0
 

3
9

2
,4

0
0
 

4
1

3
,5

0
0
 

6
5
 

2
4

9
,7

0
0
 

2
8

9
,0

0
0
 

3
3

6
,1

0
0
 

3
7

6
,6

0
0
 

3
9

2
,7

0
0
 

4
1

3
,7

0
0
 

7



職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例

- 
7 
–
 

 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

6
6
 

2
6

0
,2

0
0
 

2
9

8
,8

0
0
 

3
4

6
,6

0
0

 
3

8
7

,7
0
0
 

4
0

4
,0

0
0
 

4
2

5
,3

0
0
 

6
7
 

2
6

0
,5

0
0
 

2
9

9
,3

0
0
 

3
4

7
,3

0
0

 
3

8
8

,4
0
0
 

4
0

4
,3

0
0
 

4
2

5
,6

0
0
 

6
8
 

2
6

0
,8

0
0
 

2
9

9
,9

0
0
 

3
4

7
,9

0
0

 
3

8
9

,0
0
0
 

4
0

4
,7

0
0
 

4
2

5
,8

0
0
 

6
9
 

2
6

1
,1

0
0
 

3
0

0
,3

0
0
 

3
4

8
,4

0
0

 
3

8
9

,4
0
0
 

4
0

5
,0

0
0
 

4
2

6
,0

0
0
 

7
0
 

2
6

1
,4

0
0
 

3
0

0
,8

0
0
 

3
4

9
,0

0
0

 
3

8
9

,9
0
0
 

4
0

5
,3

0
0
 

4
2

6
,3

0
0
 

7
1
 

2
6

1
,7

0
0
 

3
0

1
,3

0
0
 

3
4

9
,5

0
0

 
3

9
0

,5
0
0
 

4
0

5
,6

0
0
 

4
2

6
,6

0
0
 

7
2
 

2
6

2
,0

0
0
 

3
0

1
,9

0
0
 

3
5

0
,1

0
0

 
3

9
1

,0
0
0
 

4
0

5
,8

0
0
 

4
2

6
,8

0
0
 

7
3
 

2
6

2
,3

0
0
 

3
0

2
,4

0
0
 

3
5

0
,4

0
0

 
3

9
1

,5
0
0
 

4
0

6
,0

0
0
 

4
2

7
,0

0
0
 

7
4
 

2
6

2
,6

0
0
 

3
0

2
,8

0
0
 

3
5

0
,9

0
0

 
3

9
2

,1
0
0
 

4
0

6
,3

0
0
 

 

7
5
 

2
6

2
,9

0
0
 

3
0

3
,1

0
0
 

3
5

1
,2

0
0

 
3

9
2

,5
0
0
 

4
0

6
,6

0
0
 

 

7
6
 

2
6

3
,2

0
0
 

3
0

3
,4

0
0
 

3
5

1
,6

0
0

 
3

9
2

,8
0
0
 

4
0

6
,8

0
0
 

 

7
7
 

2
6

3
,5

0
0
 

3
0

3
,6

0
0
 

3
5

2
,0

0
0

 
3

9
3

,2
0
0
 

4
0

7
,0

0
0
 

 

7
8
 

2
6

3
,8

0
0
 

3
0

3
,9

0
0
 

3
5

2
,5

0
0

 
3

9
3

,7
0
0
 

4
0

7
,3

0
0
 

 

7
9
 

2
6

4
,1

0
0
 

3
0

4
,1

0
0
 

3
5

3
,0

0
0

 
3

9
4

,1
0
0
 

4
0

7
,6

0
0
 

 

8
0
 

2
6

4
,4

0
0
 

3
0

4
,4

0
0
 

3
5

3
,5

0
0

 
3

9
4

,5
0
0
 

4
0

7
,8

0
0
 

 

8
1
 

2
6

4
,7

0
0
 

3
0

4
,6

0
0
 

3
5

3
,8

0
0

 
3

9
4

,9
0
0
 

4
0

8
,0

0
0
 

 

8
2
 

2
6

5
,0

0
0
 

3
0

4
,8

0
0
 

3
5

4
,2

0
0

 
3

9
5

,4
0
0
 

4
0

8
,3

0
0
 

 

8
3
 

2
6

5
,3

0
0
 

3
0

5
,1

0
0
 

3
5

4
,6

0
0

 
3

9
5

,8
0
0
 

4
0

8
,6

0
0
 

 

8
4
 

2
6

5
,6

0
0
 

3
0

5
,3

0
0
 

3
5

5
,0

0
0

 
3

9
6

,2
0
0
 

4
0

8
,8

0
0
 

 

8
5
 

2
6

5
,9

0
0
 

3
0

5
,6

0
0
 

3
5

5
,3

0
0

 
3

9
6

,5
0
0
 

4
0

9
,0

0
0
 

 

8
6
 

2
6

6
,2

0
0
 

3
0

5
,8

0
0
 

3
5

5
,7

0
0

 
 

 
 

8
7
 

2
6

6
,5

0
0
 

3
0

6
,1

0
0
 

3
5

6
,1

0
0

 
 

 
 

8
8
 

2
6

6
,8

0
0
 

3
0

6
,4

0
0
 

3
5

6
,5

0
0

 
 

 
 

8
9
 

2
6

7
,1

0
0
 

3
0

6
,7

0
0
 

3
5

6
,7

0
0

 
 

 
 

6
6
 

2
5

0
,0

0
0
 

2
8

9
,6

0
0
 

3
3

6
,8

0
0
 

3
7

7
,2

0
0
 

3
9

3
,1

0
0
 

4
1

4
,0

0
0
 

6
7
 

2
5

0
,3

0
0
 

2
9

0
,1

0
0
 

3
3

7
,5

0
0
 

3
7

7
,9

0
0
 

3
9

3
,5

0
0
 

4
1

4
,3

0
0
 

6
8
 

2
5

0
,6

0
0
 

2
9

0
,7

0
0
 

3
3

8
,1

0
0
 

3
7

8
,5

0
0
 

3
9

3
,9

0
0
 

4
1

4
,5

0
0
 

6
9
 

2
5

0
,9

0
0
 

2
9

1
,2

0
0
 

3
3

8
,6

0
0
 

3
7

8
,9

0
0
 

3
9

4
,2

0
0
 

4
1

4
,7

0
0
 

7
0
 

2
5

1
,2

0
0
 

2
9

1
,7

0
0
 

3
3

9
,2

0
0
 

3
7

9
,4

0
0
 

3
9

4
,5

0
0
 

4
1

5
,0

0
0
 

7
1
 

2
5

1
,5

0
0
 

2
9

2
,3

0
0
 

3
3

9
,7

0
0
 

3
8

0
,0

0
0
 

3
9

4
,8

0
0
 

4
1

5
,3

0
0
 

7
2
 

2
5

1
,8

0
0
 

2
9

2
,9

0
0
 

3
4

0
,3

0
0
 

3
8

0
,5

0
0
 

3
9

5
,0

0
0
 

4
1

5
,5

0
0
 

7
3
 

2
5

2
,1

0
0
 

2
9

3
,4

0
0
 

3
4

0
,6

0
0
 

3
8

1
,0

0
0
 

3
9

5
,2

0
0
 

4
1

5
,7

0
0
 

7
4
 

2
5

2
,4

0
0
 

2
9

3
,9

0
0
 

3
4

1
,1

0
0
 

3
8

1
,6

0
0
 

3
9

5
,5

0
0
 

 

7
5
 

2
5

2
,7

0
0
 

2
9

4
,3

0
0
 

3
4

1
,5

0
0
 

3
8

2
,1

0
0
 

3
9

5
,8

0
0
 

 

7
6
 

2
5

3
,0

0
0
 

2
9

4
,6

0
0
 

3
4

1
,9

0
0
 

3
8

2
,4

0
0
 

3
9

6
,0

0
0
 

 

7
7
 

2
5

3
,3

0
0
 

2
9

4
,8

0
0
 

3
4

2
,3

0
0
 

3
8

2
,8

0
0
 

3
9

6
,2

0
0
 

 

7
8
 

2
5

3
,6

0
0
 

2
9

5
,1

0
0
 

3
4

2
,8

0
0
 

3
8

3
,3

0
0
 

3
9

6
,5

0
0
 

 

7
9
 

2
5

3
,9

0
0
 

2
9

5
,3

0
0
 

3
4

3
,3

0
0
 

3
8

3
,7

0
0
 

3
9

6
,8

0
0
 

 

8
0
 

2
5

4
,2

0
0
 

2
9

5
,6

0
0
 

3
4

3
,8

0
0
 

3
8

4
,1

0
0
 

3
9

7
,0

0
0
 

 

8
1
 

2
5

4
,5

0
0
 

2
9

5
,8

0
0
 

3
4

4
,1

0
0
 

3
8

4
,5

0
0
 

3
9

7
,2

0
0
 

 

8
2
 

2
5

4
,8

0
0
 

2
9

6
,0

0
0
 

3
4

4
,5

0
0
 

3
8

5
,0

0
0
 

3
9

7
,5

0
0
 

 

8
3
 

2
5

5
,1

0
0
 

2
9

6
,3

0
0
 

3
4

4
,9

0
0
 

3
8

5
,4

0
0
 

3
9

7
,8

0
0
 

 

8
4
 

2
5

5
,4

0
0
 

2
9

6
,5

0
0
 

3
4

5
,3

0
0
 

3
8

5
,8

0
0
 

3
9

8
,0

0
0
 

 

8
5
 

2
5

5
,7

0
0
 

2
9

6
,8

0
0
 

3
4

5
,6

0
0
 

3
8

6
,1

0
0
 

3
9

8
,2

0
0
 

 

8
6
 

2
5

6
,0

0
0
 

2
9

7
,1

0
0
 

3
4

6
,0

0
0
 

 
 

 

8
7
 

2
5

6
,3

0
0
 

2
9

7
,4

0
0
 

3
4

6
,4

0
0
 

 
 

 

8
8
 

2
5

6
,6

0
0
 

2
9

7
,7

0
0
 

3
4

6
,8

0
0
 

 
 

 

8
9
 

2
5

6
,9

0
0
 

2
9

8
,0

0
0
 

3
4

7
,0

0
0
 

 
 

 

8



職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例

- 
8 
–
 

 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

9
0
 

2
6

7
,4

0
0
 

3
0

7
,0

0
0
 

3
5

7
,1

0
0

 
 

 
 

9
1
 

2
6

7
,7

0
0
 

3
0

7
,3

0
0
 

3
5

7
,5

0
0

 
 

 
 

9
2
 

2
6

8
,0

0
0
 

3
0

7
,6

0
0
 

3
5

7
,9

0
0

 
 

 
 

9
3
 

2
6

8
,3

0
0
 

3
0

7
,8

0
0
 

3
5

8
,1

0
0

 
 

 
 

9
4
 

 
3

0
8

,0
0
0
 

3
5

8
,4

0
0

 
 

 
 

9
5
 

 
3

0
8

,3
0
0
 

3
5

8
,8

0
0

 
 

 
 

9
6
 

 
3

0
8

,7
0
0
 

3
5

9
,1

0
0

 
 

 
 

9
7
 

 
3

0
8

,9
0
0
 

3
5

9
,4

0
0

 
 

 
 

9
8
 

 
3

0
9

,2
0
0
 

3
5

9
,8

0
0

 
 

 
 

9
9
 

 
3

0
9

,5
0
0
 

3
6

0
,2

0
0

 
 

 
 

1
0

0
 

 
3

0
9

,9
0
0
 

3
6

0
,6

0
0

 
 

 
 

1
0

1
 

 
3

1
0

,1
0
0
 

3
6

1
,1

0
0

 
 

 
 

1
0

2
 

 
3

1
0

,4
0
0
 

3
6

1
,5

0
0

 
 

 
 

1
0

3
 

 
3

1
0

,7
0
0
 

3
6

1
,9

0
0

 
 

 
 

1
0

4
 

 
3

1
1

,0
0
0
 

3
6

2
,3

0
0

 
 

 
 

1
0

5
 

 
3

1
1

,2
0
0
 

3
6

2
,8

0
0

 
 

 
 

1
0

6
 

 
3

1
1

,5
0
0
 

3
6

3
,2

0
0

 
 

 
 

1
0

7
 

 
3

1
1

,8
0
0
 

3
6

3
,5

0
0

 
 

 
 

1
0

8
 

 
3

1
2

,1
0
0
 

3
6

3
,8

0
0

 
 

 
 

1
0

9
 

 
3

1
2

,3
0
0
 

3
6

4
,2

0
0

 
 

 
 

1
1

0
 

 
3

1
2

,6
0
0
 

 
 

 
 

1
1

1
 

 
3

1
3

,0
0
0
 

 
 

 
 

1
1

2
 

 
3

1
3

,3
0
0
 

 
 

 
 

1
1

3
 

 
3

1
3

,5
0
0
 

 
 

 
 

9
0
 

2
5

7
,2

0
0
 

2
9

8
,3

0
0
 

3
4

7
,4

0
0
 

 
 

 

9
1
 

2
5

7
,5

0
0
 

2
9

8
,6

0
0
 

3
4

7
,8

0
0
 

 
 

 

9
2
 

2
5

7
,8

0
0
 

2
9

9
,0

0
0
 

3
4

8
,2

0
0
 

 
 

 

9
3
 

2
5

8
,1

0
0
 

2
9

9
,2

0
0
 

3
4

8
,4

0
0
 

 
 

 

9
4
 

 
2

9
9

,4
0
0
 

3
4

8
,8

0
0
 

 
 

 

9
5
 

 
2

9
9

,7
0
0
 

3
4

9
,2

0
0
 

 
 

 

9
6
 

 
3

0
0

,1
0
0
 

3
4

9
,5

0
0
 

 
 

 

9
7
 

 
3

0
0

,3
0
0
 

3
4

9
,8

0
0
 

 
 

 

9
8
 

 
3

0
0

,6
0
0
 

3
5

0
,2

0
0
 

 
 

 

9
9
 

 
3

0
1

,0
0
0
 

3
5

0
,6

0
0
 

 
 

 

1
0

0
 

 
3

0
1

,4
0
0
 

3
5

1
,0

0
0
 

 
 

 

1
0

1
 

 
3

0
1

,6
0
0
 

3
5

1
,5

0
0
 

 
 

 

1
0

2
 

 
3

0
1

,9
0
0
 

3
5

1
,9

0
0
 

 
 

 

1
0

3
 

 
3

0
2

,2
0
0
 

3
5

2
,3

0
0
 

 
 

 

1
0

4
 

 
3

0
2

,5
0
0
 

3
5

2
,7

0
0
 

 
 

 

1
0

5
 

 
3

0
2

,7
0
0
 

3
5

3
,2

0
0
 

 
 

 

1
0

6
 

 
3

0
3

,0
0
0
 

3
5

3
,6

0
0
 

 
 

 

1
0

7
 

 
3

0
3

,3
0
0
 

3
5

3
,9

0
0
 

 
 

 

1
0

8
 

 
3

0
3

,6
0
0
 

3
5

4
,2

0
0
 

 
 

 

1
0

9
 

 
3

0
3

,8
0
0
 

3
5

4
,7

0
0
 

 
 

 

1
1

0
 

 
3

0
4

,2
0
0
 

 
 

 
 

1
1

1
 

 
3

0
4

,6
0
0
 

 
 

 
 

1
1

2
 

 
3

0
4

,9
0
0
 

 
 

 
 

1
1

3
 

 
3

0
5

,1
0
0
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職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例

- 
9 
–
 

 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

1
1

4
 

 
3

1
3

,7
0
0
 

 
 

 
 

1
1

5
 

 
3

1
4

,0
0
0
 

 
 

 
 

1
1

6
 

 
3

1
4

,4
0
0
 

 
 

 
 

1
1

7
 

 
3

1
4

,6
0
0
 

 
 

 
 

1
1

8
 

 
3

1
4

,8
0
0
 

 
 

 
 

1
1

9
 

 
3

1
5

,1
0
0
 

 
 

 
 

1
2

0
 

 
3

1
5

,4
0
0
 

 
 

 
 

1
2

1
 

 
3

1
5

,7
0
0
 

 
 

 
 

1
2

2
 

 
3

1
5

,9
0
0
 

 
 

 
 

1
2

3
 

 
3

1
6

,2
0
0
 

 
 

 
 

1
2

4
 

 
3

1
6

,5
0
0
 

 
 

 
 

1
2

5
 

 
3

1
6

,8
0
0
 

 
 

 
 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
 

 
基

準
給

料

月
額

 

基
準

給
料

月
額

 

基
準

給
料

月
額

 

基
準

給
料

月
額

 

基
準

給
料

月
額

 

基
準

給
料

月
額

 

 
円

 
円

 
円

 
円

 
円

 
円

 

 
2

0
0

,3
0
0
 

2
2

7
,8

0
0
 

2
6

9
,5

0
0

 
2

9
0

,1
0
0
 

3
0

5
,7

0
0
 

3
3

1
,9

0
0
 

 

1
1

4
 

 
3

0
5

,3
0
0
 

 
 

 
 

1
1

5
 

 
3

0
5

,6
0
0
 

 
 

 
 

1
1

6
 

 
3

0
6

,0
0
0
 

 
 

 
 

1
1

7
 

 
3

0
6

,2
0
0
 

 
 

 
 

1
1

8
 

 
3

0
6

,4
0
0
 

 
 

 
 

1
1

9
 

 
3

0
6

,7
0
0
 

 
 

 
 

1
2

0
 

 
3

0
7

,0
0
0
 

 
 

 
 

1
2

1
 

 
3

0
7

,4
0
0
 

 
 

 
 

1
2

2
 

 
3

0
7

,6
0
0
 

 
 

 
 

1
2

3
 

 
3

0
7

,9
0
0
 

 
 

 
 

1
2

4
 

 
3

0
8

,2
0
0
 

 
 

 
 

1
2

5
 

 
3

0
8

,5
0
0
 

 
 

 
 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
 

 
基

準
給

料

月
額

 

基
準

給
料

月
額

 

基
準

給
料

月
額

 

基
準

給
料

月
額

 

基
準

給
料

月
額

 

基
準

給
料

月
額

 

 
円

 
円

 
円

 
円

 
円

 
円

 

 
1

9
2

,0
0
0
 

2
1

9
,5

0
0
 

2
6

0
,0

0
0
 

2
7

9
,7

0
0
 

2
9

4
,9

0
0
 

3
2

0
,6

0
0
 

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）
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職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例

- 
1 
–
 

 （
令
和
８
年
第
１
回
定
例
会
１
月
会
議
）

 

【
議
案
第
１
号
 
参
考
資
料
】

 

職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例

 
新
旧
対
照
表

 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
第
２
条
関
係
】

 
【
第
２
条
関
係
】

 

 
 

○
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

3
3
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

4
4
号
）

 
○
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

3
3
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

4
4
号
）

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

(期
末
手
当

) 
(期

末
手
当

) 

第
1

8
条

 
（
略
）

 
第

1
8
条
 
（
略
）

 

2
 
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に

1
0

0
分
の

1
2

6
.2

5
を
乗
じ
て
得
た
額

に
、
基
準
日
以
前

6
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
当
該
職
員
の
在
職
期
間
の
次
の

各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す

る
。

 

2
 
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に

1
0

0
分
の

1
2

7
.5
を
乗
じ
て
得
た
額

に
、
基
準
日
以
前

6
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
当
該
職
員
の
在
職
期
間
の
次
の

各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す

る
。

 

(1
) 

6
箇
月
 

1
0

0
分
の

1
0

0
 

(1
) 

6
箇
月
 

1
0

0
分
の

1
0

0
 

(2
) 

5
箇
月
以
上

6
箇
月
未
満

 
1

0
0
分
の

8
0
 

(2
) 

5
箇
月
以
上

6
箇
月
未
満

 
1

0
0
分
の

8
0
 

(3
) 

3
箇
月
以
上

5
箇
月
未
満

 
1

0
0
分
の

6
0
 

(3
) 

3
箇
月
以
上

5
箇
月
未
満

 
1

0
0
分
の

6
0
 

(4
) 

3
箇
月
未
満
 

1
0

0
分
の

3
0
 

(4
) 

3
箇
月
未
満
 

1
0

0
分
の

3
0
 

3
 
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
項
中
「

1
0

0
分
の

1
2

6
.2

5
」
と
あ
る
の
は
「

1
0

0
分
の

7
1

.2
5
」
と
す
る
。

 

3
 
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
項
中
「

1
0

0
分
の

1
2

7
.5
」
と
あ
る
の
は
「

1
0
0
分
の

7
2

.5
」
と
す
る
。

 

4
～

6
 
（
略
）

 
4
～

6
 
（
略
）
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職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例

- 
2 
–
 

 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

(勤
勉
手
当

) 
(勤

勉
手
当

) 

第
1

9
条

 
（
略
）

 
第

1
9
条
 
（
略
）

 

2
 
（
略
）

 
2
 
（
略
）

 

(1
) 

前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員

 
当

該
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在

(退
職

し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。

)に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当
の
月
額
及
び
こ
れ

に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
に

1
0

0
分
の

1
0

6
.2

5

を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

 

(1
) 

前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員

 
当

該
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在

(退
職

し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。

)に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当
の
月
額
及
び
こ
れ

に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
に

1
0

0
分
の

1
0

7
.5
を

乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

 

(2
) 

前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

 
当
該
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に

1
0

0
分
の

5
1

.2
5
を
乗
じ
て
得

た
額
の
総
額

 

(2
) 

前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

 
当
該
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に

1
0

0
分
の

5
2

.5
を
乗
じ
て
得
た

額
の
総
額

 

3
～

5
 
（
略
）

 
3
～

5
 
（
略
）

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

(通
勤
手
当

) 
(通

勤
手
当

) 

第
2

0
条
の

2
 
（
略
）

 
第

2
0
条
の

2
 
（
略
）

 

(1
) 

通
勤
の
た
め
交
通
機
関
又
は
有
料
の
道
路

(以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
交
通

機
関
等
」
と
い
う
。

)を
利
用
し
て
そ
の
運
賃
又
は
料
金

(以
下
こ
の
項
及
び
次

(1
) 

通
勤
の
た
め
交
通
機
関
又
は
有
料
の
道
路

(以
下
こ
の
項
か
ら
第

3
項
ま
で

に
お
い
て
「
交
通
機
関
等
」
と
い
う
。

)を
利
用
し
て
そ
の
運
賃
又
は
料
金

(以
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職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例

- 
3 
–
 

 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

項
に
お
い
て
「
運
賃
等
」
と
い
う
。

)を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
職
員

(交

通
機
関
等
を
利
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
職
員

以
外
の
職
員
で
あ
っ
て
交
通
機
関
等
を
利
用
し
な
い
で
徒
歩
に
よ
り
通
勤
す

る
も
の
と
し
た
場
合
の
通
勤
距
離
が
片
道

2
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の

及
び
第

3
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。

) 

下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
運
賃
等
」
と
い
う
。

)を
負
担
す
る
こ
と
を

常
例
と
す
る
職
員

(交
通
機
関
等
を
利
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
著
し

く
困
難
で
あ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
っ
て
交
通
機
関
等
を
利
用
し
な
い
で

徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
の
通
勤
距
離
が
片
道

2
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
未
満
で
あ
る
も
の
及
び
第

3
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。

) 

 
(2

)～
(3

) 
（
略
）

 
 

(2
)～

(3
) 

（
略
）

 

2
 
（
略
）

 
2
 
（
略
）

 

(1
) 

前
項
第

1
号
に
掲
げ
る
職
員
 
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
規
則
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
当
該
職
員
の
支
給
単
位
期
間
の
通
勤
に
要
す
る
運
賃

等
の
額
に
相
当
す
る
額

(第
4
項
に
お
い
て
「
運
賃
等
相
当
額
」
と
い
う
。

) 

(1
) 

前
項
第

1
号
に
掲
げ
る
職
員

 
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
規
則
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
当
該
職
員
の
支
給
単
位
期
間
の
通
勤
に
要
す
る
運
賃

等
の
額
に
相
当
す
る
額

(次
項
に
お
い
て
「
運
賃
等
相
当
額
」
と
い
う
。

) 

(2
) 

前
項
第

2
号
に
掲
げ
る
職
員

 
当
該
職
員
の
自
動
車
等
の
使
用
距
離
に
応

じ
、
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、

3
,4

0
0
円
か
ら

6
6

,4
0

0
円
ま
で
の
間
に
お
い
て

規
則
で
定
め
る
額

(定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
う
ち
、
支
給
単
位
期

間
当
た
り
の
通
勤
回
数
を
考
慮
し
て
規
則
で
定
め
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

額
か
ら
そ
の
額
に
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額

) 

(2
) 

前
項
第

2
号
に
掲
げ
る
職
員

 
当
該
職
員
の
自
動
車
等
の
使
用
距
離
に
応

じ
、
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、

3
,4

0
0
円
か
ら

3
8

,7
0

0
円
ま
で
の
間
に
お
い
て

規
則
で
定
め
る
額

(定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
う
ち
、
支
給
単
位
期

間
当
た
り
の
通
勤
回
数
を
考
慮
し
て
規
則
で
定
め
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

額
か
ら
そ
の
額
に
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額

) 

(3
) 

（
略
）

 
(3

) 
（
略
）

 

3
 
第

1
項
第

2
号
又
は
第

3
号
に
掲
げ
る
職
員
で
、
自
動
車
等
の
駐
車
の
た
め
の
施

設
(そ

の
所
在
地
及
び
利
用
形
態
が
規
則
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限

る
。
第

1
号
及
び
第

7
項
に
お
い
て
「
駐
車
場
等
」
と
い
う
。

)を
利
用
し
、
そ
の

料
金
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の

(規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。

)の

通
勤
手
当
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
通
勤
手

当
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

 

 

(1
) 

駐
車
場
等
に
係
る
通
勤
手
当

 
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、

5
,0

0
0
円
を
超
え

な
い
範
囲
内
で

1
箇
月
当
た
り
の
駐
車
場
等
の
料
金
に
相
当
す
る
額
と
し
て
規

 

13



職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例

- 
4 
–
 

 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

則
で
定
め
る
額

 

(2
) 

前
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
以
外
の
通
勤
手
当

 
前
項
の
規
定
に
よ
る
額

 
 

4
 
運
賃
等
相
当
額
を
そ
の
支
給
単
位
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額

(交
通
機
関

等
が

2
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
合
計
額

)、
第

2
項
第

2
号
に
定
め
る
額

及
び
前
項
第

1
号
に
定
め
る
額
の
合
計
額
が

1
5
万
円
を
超
え
る
職
員
の
通
勤
手

当
の
額
は
、
前

2
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
職
員
の
通
勤
手
当
に
係
る
支

給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長
い
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
1

5
万
円
に
当
該
支
給
単

位
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

 

3
 
運
賃
等
相
当
額
を
そ
の
支
給
単
位
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額

(交
通
機
関

等
が

2
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
合
計
額

)及
び
前
項
第

2
号
に
定
め
る

額
の
合
計
額
が

1
5
万
円
を
超
え
る
職
員
の
通
勤
手
当
の
額
は
、
同
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
当
該
職
員
の
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長
い
支

給
単
位
期
間
に
つ
き
、
1

5
万
円
に
当
該
支
給
単
位
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額

と
す
る
。

 

5
 
通
勤
手
当
は
、
支
給
単
位
期
間

(規
則
で
定
め
る
通
勤
手
当
に
あ
っ
て
は
、
規
則

で
定
め
る
期
間

)に
係
る
最
初
の
月

(当
該
月
に
通
勤
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
が

困
難
な
場
合
と
し
て
規
則
で
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
翌
月

)の
規
則
で

定
め
る
日
に
支
給
す
る
。

 

4
 
通
勤
手
当
は
、
支
給
単
位
期
間

(規
則
で
定
め
る
通
勤
手
当
に
あ
っ
て
は
、
規
則

で
定
め
る
期
間

)に
係
る
最
初
の
月
の
規
則
で
定
め
る
日
に
支
給
す
る
。

 

6
 
（
略
）

 
5
 
（
略
）

 

7
 
こ
の
条
に
お
い
て
「
支
給
単
位
期
間
」
と
は
、
通
勤
手
当
の
支
給
の
単
位
と
な

る
期
間
と
し
て

6
箇
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で

1
箇
月
を
単
位
と
し
て
規
則
で
定

め
る
期
間

(自
動
車
等
及
び
駐
車
場
等
に
係
る
通
勤
手
当
に
あ
っ
て
は
、

1
箇
月

)

を
い
う
。

 

6
 
こ
の
条
に
お
い
て
「
支
給
単
位
期
間
」
と
は
、
通
勤
手
当
の
支
給
の
単
位
と
な

る
期
間
と
し
て

6
箇
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で

1
箇
月
を
単
位
と
し
て
規
則
で
定

め
る
期
間

(自
動
車
等
に
係
る
通
勤
手
当
に
あ
っ
て
は
、

1
箇
月

)を
い
う
。

 

8
 
（
略
）

 
7
 
（
略
）

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）
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会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

-
 1
 –

 
 （
令
和
８
年
第
１
回
定
例
会
１
月
会
議
）

 

【
議
案
第
１
号
 
参
考
資
料
】

 

会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

 
新
旧
対
照
表

 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
第
３
条
関
係
】

 
【
第
３
条
関
係
】

 

 
 

○
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

 
○
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

 

（
令
和
元
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

3
9
号
）

 
（
令
和
元
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

3
9
号
）

 

 
 

（
本
 
則
 
省
 
略
）

 
（
本
 
則
 
省
 
略
）

 

 
 

（
附
 
則
 
省
 
略
）

 
（
附
 
則
 
省
 
略
）

 

 
 

別
表
第

1
(第

4
条
関
係

) 
別
表
第

1
(第

4
条
関
係

) 

行
政
職
給
料
表

 
行
政
職
給
料
表

 

 
職
務
の

級
 

1
級

 
2
級

 

号
給

 
給
料
月
額

 
給
料
月
額

 

 
円

 
円

 

1
 

1
9

5
,8

0
0

 
2

4
2

,0
0
0
 

2
 

1
9

6
,9

0
0

 
2

4
3

,3
0
0
 

3
 

1
9

8
,1

0
0

 
2

4
4

,7
0
0
 

4
 

1
9

9
,2

0
0

 
2

4
6

,1
0
0
 

5
 

2
0

0
,3

0
0

 
2

4
7

,5
0
0
 

 
職
務
の

級
 

1
級

 
2
級

 

号
給

 
給
料
月
額

 
給
料
月
額

 

 
円

 
円

 

1
 

1
8

3
,5

0
0
 

2
3

0
,0

0
0
 

2
 

1
8

4
,6

0
0
 

2
3

1
,5

0
0
 

3
 

1
8

5
,8

0
0
 

2
3

3
,0

0
0
 

4
 

1
8

6
,9

0
0
 

2
3

4
,5

0
0
 

5
 

1
8

8
,0

0
0
 

2
3

6
,0

0
0
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会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

-
 2
 –

 
 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

6
 

2
0

2
,0

0
0

 
2

4
8

,9
0
0
 

7
 

2
0

3
,6

0
0

 
2

5
0

,3
0
0
 

8
 

2
0

5
,2

0
0

 
2

5
1

,7
0
0
 

9
 

2
0

6
,7

0
0

 
2

5
3

,1
0
0
 

1
0
 

2
0

8
,4

0
0

 
2

5
4

,3
0
0
 

1
1
 

2
1

0
,0

0
0

 
2

5
5

,6
0
0
 

1
2
 

2
1

1
,6

0
0

 
2

5
6

,9
0
0
 

1
3
 

2
1

3
,1

0
0

 
2

5
8

,1
0
0
 

1
4
 

2
1

4
,8

0
0

 
2

5
9

,3
0
0
 

1
5
 

2
1

6
,5

0
0

 
2

6
0

,5
0
0
 

1
6
 

2
1

8
,2

0
0

 
2

6
1

,7
0
0
 

1
7
 

2
1

9
,4

0
0

 
2

6
2

,8
0
0
 

1
8
 

2
2

1
,0

0
0

 
2

6
3

,9
0
0
 

1
9
 

2
2

2
,6

0
0

 
2

6
5

,0
0
0
 

2
0
 

2
2

4
,1

0
0

 
2

6
6

,1
0
0
 

2
1
 

2
2

5
,6

0
0

 
2

6
7

,0
0
0
 

2
2
 

2
2

7
,2

0
0

 
2

6
8

,0
0
0
 

2
3
 

2
2

8
,8

0
0

 
2

6
9

,0
0
0
 

2
4
 

2
3

0
,4

0
0

 
2

7
0

,0
0
0
 

2
5
 

2
3

2
,0

0
0

 
2

7
1

,0
0
0
 

2
6
 

2
3

3
,7

0
0

 
2

7
1

,9
0
0
 

2
7
 

2
3

5
,0

0
0

 
2

7
2

,7
0
0
 

2
8
 

2
3

6
,3

0
0

 
2

7
3

,6
0
0
 

2
9
 

2
3

7
,6

0
0

 
2

7
4

,4
0
0
 

3
0
 

2
3

8
,7

0
0

 
2

7
5

,2
0
0
 

6
 

1
8

9
,7

0
0
 

2
3

7
,5

0
0
 

7
 

1
9

1
,3

0
0
 

2
3

9
,0

0
0
 

8
 

1
9

2
,9

0
0
 

2
4

0
,5

0
0
 

9
 

1
9

4
,5

0
0
 

2
4

2
,0

0
0
 

1
0
 

1
9

6
,2

0
0
 

2
4

3
,4

0
0
 

1
1
 

1
9

7
,8

0
0
 

2
4

4
,8

0
0
 

1
2
 

1
9

9
,4

0
0
 

2
4

6
,2

0
0
 

1
3
 

2
0

1
,0

0
0
 

2
4

7
,4

0
0
 

1
4
 

2
0

2
,7

0
0
 

2
4

8
,6

0
0
 

1
5
 

2
0

4
,4

0
0
 

2
4

9
,8

0
0
 

1
6
 

2
0

6
,1

0
0
 

2
5

1
,0

0
0
 

1
7
 

2
0

7
,4

0
0
 

2
5

2
,1

0
0
 

1
8
 

2
0

9
,0

0
0
 

2
5

3
,2

0
0
 

1
9
 

2
1

0
,6

0
0
 

2
5

4
,3

0
0
 

2
0
 

2
1

2
,1

0
0
 

2
5

5
,4

0
0
 

2
1
 

2
1

3
,6

0
0
 

2
5

6
,4

0
0
 

2
2
 

2
1

5
,2

0
0
 

2
5

7
,4

0
0
 

2
3
 

2
1

6
,8

0
0
 

2
5

8
,4

0
0
 

2
4
 

2
1

8
,4

0
0
 

2
5

9
,4

0
0
 

2
5
 

2
2

0
,0

0
0
 

2
6

0
,4

0
0
 

2
6
 

2
2

1
,7

0
0
 

2
6

1
,3

0
0
 

2
7
 

2
2

3
,0

0
0
 

2
6

2
,2

0
0
 

2
8
 

2
2

4
,3

0
0
 

2
6

3
,1

0
0
 

2
9
 

2
2

5
,6

0
0
 

2
6

3
,9

0
0
 

3
0
 

2
2

6
,7

0
0
 

2
6

4
,7

0
0
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会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

-
 3
 –

 
 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

3
1
 

2
3

9
,8

0
0

 
2

7
6

,0
0
0
 

3
2
 

2
4

0
,9

0
0

 
2

7
6

,7
0
0
 

3
3
 

2
4

2
,0

0
0

 
2

7
7

,4
0
0
 

3
4
 

2
4

2
,9

0
0

 
2

7
8

,2
0
0
 

3
5
 

2
4

3
,8

0
0

 
2

7
9

,0
0
0
 

3
6
 

2
4

4
,8

0
0

 
2

7
9

,6
0
0
 

3
7
 

2
4

5
,8

0
0

 
2

8
0

,3
0
0
 

3
8
 

2
4

6
,7

0
0

 
2

8
1

,1
0
0
 

3
9
 

2
4

7
,6

0
0

 
2

8
1

,8
0
0
 

4
0
 

2
4

8
,4

0
0

 
2

8
2

,5
0
0
 

4
1
 

2
4

9
,2

0
0

 
2

8
3

,2
0
0
 

4
2
 

2
4

9
,9

0
0

 
2

8
3

,9
0
0
 

4
3
 

2
5

0
,5

0
0

 
2

8
4

,6
0
0
 

4
4
 

2
5

1
,1

0
0

 
2

8
5

,3
0
0
 

4
5
 

2
5

1
,8

0
0

 
2

8
6

,0
0
0
 

4
6
 

2
5

2
,4

0
0

 
2

8
6

,6
0
0
 

4
7
 

2
5

3
,0

0
0

 
2

8
7

,3
0
0
 

4
8
 

2
5

3
,6

0
0

 
2

8
7

,9
0
0
 

4
9
 

2
5

4
,1

0
0

 
2

8
8

,6
0
0
 

5
0
 

2
5

4
,7

0
0

 
2

8
9

,2
0
0
 

5
1
 

2
5

5
,3

0
0

 
2

8
9

,9
0
0
 

5
2
 

2
5

5
,8

0
0

 
2

9
0

,6
0
0
 

5
3
 

2
5

6
,2

0
0

 
2

9
1

,1
0
0
 

5
4
 

2
5

6
,6

0
0

 
2

9
1

,7
0
0
 

5
5
 

2
5

6
,9

0
0

 
2

9
2

,3
0
0
 

3
1
 

2
2

7
,8

0
0
 

2
6

5
,5

0
0
 

3
2
 

2
2

8
,9

0
0
 

2
6

6
,3

0
0
 

3
3
 

2
3

0
,0

0
0
 

2
6

7
,0

0
0
 

3
4
 

2
3

1
,1

0
0
 

2
6

7
,8

0
0
 

3
5
 

2
3

2
,2

0
0
 

2
6

8
,6

0
0
 

3
6
 

2
3

3
,3

0
0
 

2
6

9
,3

0
0
 

3
7
 

2
3

4
,4

0
0
 

2
7

0
,0

0
0
 

3
8
 

2
3

5
,4

0
0
 

2
7

0
,8

0
0
 

3
9
 

2
3

6
,4

0
0
 

2
7

1
,6

0
0
 

4
0
 

2
3

7
,3

0
0
 

2
7

2
,3

0
0
 

4
1
 

2
3

8
,2

0
0
 

2
7

3
,0

0
0
 

4
2
 

2
3

9
,1

0
0
 

2
7

3
,8

0
0
 

4
3
 

2
3

9
,9

0
0
 

2
7

4
,6

0
0
 

4
4
 

2
4

0
,7

0
0
 

2
7

5
,3

0
0
 

4
5
 

2
4

1
,4

0
0
 

2
7

6
,0

0
0
 

4
6
 

2
4

2
,0

0
0
 

2
7

6
,7

0
0
 

4
7
 

2
4

2
,6

0
0
 

2
7

7
,4

0
0
 

4
8
 

2
4

3
,2

0
0
 

2
7

8
,1

0
0
 

4
9
 

2
4

3
,8

0
0
 

2
7

8
,8

0
0
 

5
0
 

2
4

4
,4

0
0
 

2
7

9
,5

0
0
 

5
1
 

2
4

5
,0

0
0
 

2
8

0
,2

0
0
 

5
2
 

2
4

5
,5

0
0
 

2
8

0
,9

0
0
 

5
3
 

2
4

6
,0

0
0
 

2
8

1
,5

0
0
 

5
4
 

2
4

6
,4

0
0
 

2
8

2
,2

0
0
 

5
5
 

2
4

6
,7

0
0
 

2
8

2
,8

0
0
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会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

-
 4
 –

 
 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

5
6
 

2
5

7
,2

0
0

 
2

9
3

,0
0
0
 

5
7
 

2
5

7
,5

0
0

 
2

9
3

,6
0
0
 

5
8
 

2
5

7
,8

0
0

 
2

9
4

,2
0
0
 

5
9
 

2
5

8
,1
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及
び
費
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弁
償
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-
 5
 –

 
 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前
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弁
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-
 6
 –

 
 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前
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会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

-
 1
 –

 
 （
令
和
８
年
第
１
回
定
例
会
１
月
会
議
）

 

【
議
案
第
１
号
 
参
考
資
料
】

 

会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

 
新
旧
対
照
表

 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
第
４
条
関
係
】

 
【
第
４
条
関
係
】

 

 
 

○
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

 
○
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

 

（
令
和
元
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

3
9
号
）

 
（
令
和
元
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

3
9
号
）

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

(給
与
条
例
の
準
用

) 
(給

与
条
例
の
準
用

) 

第
7
条
 
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例

(昭
和

3
3
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

4
4
号
。
以

下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。

)第
1

2
条
、
第

1
6
条
第

1
項
、
第

2
項
及
び
第

4
項
、
第

1
7
条
、
第

1
7
条
の

2
、
第

2
0
条
の

2
並
び
に
第

2
0
条
の

6
の
規
定
は
、
フ
ル
タ
イ
ム

会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 

第
7
条
 
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例

(昭
和

3
3
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

4
4
号
。
以

下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。

)第
1

2
条
、
第

1
6
条
第

1
項
、
第

2
項
及
び
第

4
項
、
第

1
7
条
、
第

1
7
条
の

2
、
第

2
0
条
の

2
第

1
項
、
第

2
項
及
び
第

4
項
並
び
に
第

2
0
条
の

6
の
規
定
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

(通
勤
に
係
る
費
用
弁
償

) 
(通

勤
に
係
る
費
用
弁
償

) 

第
2

2
条

 
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
が
給
与
条
例
第

2
0
条
の

2
第

1
項
各

号
に
定
め
る
通
勤
手
当
の
支
給
要
件
に
該
当
す
る
と
き
は
、
通
勤
に
係
る
費
用
弁

償
を
支
給
す
る
。

 

第
2

2
条

 
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
が
給
与
条
例
第

2
0
条
の

2
第

1
項
及

び
第

2
項
に
定
め
る
通
勤
手
当
の
支
給
要
件
に
該
当
す
る
と
き
は
、
通
勤
に
係
る

費
用
弁
償
を
支
給
す
る
。
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会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

-
 2
 –

 
 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

2
 
（
略
）

 
2
 
（
略
）

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）
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職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例

- 
1

 
- 

 （
令
和
８
年
第
１
回
定
例
会
１
月
会
議
）

 

【
議
案
第
１
号
 
参
考
資
料
】

 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例

 
新
旧
対
照
表

 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
附
則
第
４
項
関
係
】

 
【
附
則
第
４
項
関
係
】

 

 
 

○
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

1
9
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

4
0
号
）

 
○
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

1
9
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

4
0
号
）

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

(育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
特
例

) 
(育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
特
例

) 

第
1

6
条
の

2
 
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条

例
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
例
の
規
定
中
同

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

 

第
1

6
条
の

2
 
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条

例
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
例
の
規
定
中
同

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

 

第
9
条
第

2
項

 
決
定
す
る

 
決
定
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
者
の
給
料
月
額
は
、
そ

の
者
の
受
け
る
号
給
に
応
じ
た
額
に
、
勤
務
時
間
条

例
第

2
条
第

2
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の

者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第

1
項
に
規
定
す
る
勤
務
時

間
で
除
し
て
得
た
数

(以
下
「
算
出
率
」
と
い
う
。

)

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る

 

第
9
条
第

4
項

 
と
す
る

 
に
、
算
出
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る

 

第
1

0
条
第

2
項

及
び
第

3
項

 

決
定
す
る

 
決
定
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
者
の
給
料
月
額
は
、
そ

の
者
の
受
け
る
号
給
に
応
じ
た
額
に
、
算
出
率
を
乗

じ
て
得
た
額
と
す
る

 

第
9
条
第

2
項

 
決
定
す
る

 
決
定
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
者
の
給
料
月
額
は
、
そ

の
者
の
受
け
る
号
給
に
応
じ
た
額
に
、
勤
務
時
間
条

例
第

2
条
第

2
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の

者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第

1
項
に
規
定
す
る
勤
務
時

間
で
除
し
て
得
た
数

(以
下
「
算
出
率
」
と
い
う
。

)

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る

 

第
9
条
第

4
項

 
と
す
る

 
に
、
算
出
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る

 

第
1

0
条
第

2
項

及
び
第

3
項

 

決
定
す
る

 
決
定
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
者
の
給
料
月
額
は
、
そ

の
者
の
受
け
る
号
給
に
応
じ
た
額
に
、
算
出
率
を
乗

じ
て
得
た
額
と
す
る
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職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例

- 
2

 
- 

 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

第
1

6
条
第

1
項

 支
給
す
る

 
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等

に
関
す
る
法
律

(平
成

3
年
法
律
第

1
1

0
号
。
以
下
「
育

児
休
業
法
」
と
い
う
。

)第
1

0
条
第

1
項
に
規
定
す
る

育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員

(以
下
「
育
児

短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。

)が
、
第

1
号
に
掲
げ

る
勤
務
で
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
し
た
も
の

の
う
ち
、
そ
の
勤
務
の
時
間
と
そ
の
勤
務
を
し
た
日

に
お
け
る
正
規
の
勤
務
時
間
と
の
合
計
が

7
時
間

4

5
分
に
達
す
る
ま
で
の
間
の
勤
務
に
あ
っ
て
は
、
同

条
に
規
定
す
る
勤
務

1
時
間
当
た
り
の
給
与
額
に

1

0
0
分
の

1
0

0
(そ
の
勤
務
が
午
後

1
0
時
か
ら
翌
日
の

午
前

5
時
ま
で
の
間
で
あ
る
場
合
は
、

1
0

0
分
の

1
2

5
)を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る

 

第
1

6
条
第

4
項

 第
2
項

 
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例

(平
成

1
9
年
か

つ
ら
ぎ
町
条
例
第

4
0
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
育
児
休
業
条
例
」
と
い
う
。

)第
1

6
条
の

2
 

第
1

6
条
第

5
項

第
1
号

 

減
じ
た
割
合

 
減
じ
た
割
合

(育
児
休
業
条
例
第

1
6
条
の

2
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
項
た
だ
し
書
に
規
定

す
る

7
時
間

4
5
分
に
達
す
る
ま
で
の
間
の
勤
務
に

係
る
時
間
で
あ
る
場
合
は
、

1
0

0
分
の

1
5

0
(そ
の
時

間
が
午
後

1
0
時
か
ら
翌
日
の
午
前

5
時
ま
で
の
間

で
あ
る
場
合
は
、

1
0

0
分
の

1
7

5
)か
ら

1
0

0
分
の

1
0

0
(そ
の
時
間
が
午
後

1
0
時
か
ら
翌
日
の
午
前

5
時
ま

で
の
間
で
あ
る
場
合
は
、

1
0

0
分
の

1
2

5
)を
減
じ
た

割
合

) 

第
1

6
条
第

1
項

 支
給
す
る

 
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等

に
関
す
る
法
律

(平
成

3
年
法
律
第

1
1

0
号
。
以
下
「
育

児
休
業
法
」
と
い
う
。

)第
1

0
条
第

1
項
に
規
定
す
る

育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員

(以
下
「
育
児

短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。

)が
、
第

1
号
に
掲
げ

る
勤
務
で
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
し
た
も
の

の
う
ち
、
そ
の
勤
務
の
時
間
と
そ
の
勤
務
を
し
た
日

に
お
け
る
正
規
の
勤
務
時
間
と
の
合
計
が

7
時
間

4

5
分
に
達
す
る
ま
で
の
間
の
勤
務
に
あ
っ
て
は
、
同

条
に
規
定
す
る
勤
務

1
時
間
当
た
り
の
給
与
額
に

1

0
0
分
の

1
0

0
(そ
の
勤
務
が
午
後

1
0
時
か
ら
翌
日
の

午
前

5
時
ま
で
の
間
で
あ
る
場
合
は
、

1
0

0
分
の

1
2

5
)を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る

 

第
1

6
条
第

4
項

 第
2
項

 
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例

(平
成

1
9
年
か

つ
ら
ぎ
町
条
例
第

4
0
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
育
児
休
業
条
例
」
と
い
う
。

)第
1

6
条
の

2
 

第
1

6
条
第

5
項

第
1
号

 

減
じ
た
割
合

 
減
じ
た
割
合

(育
児
休
業
条
例
第

1
6
条
の

2
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
項
た
だ
し
書
に
規
定

す
る

7
時
間

4
5
分
に
達
す
る
ま
で
の
間
の
勤
務
に

係
る
時
間
で
あ
る
場
合
は
、

1
0

0
分
の

1
5

0
(そ
の
時

間
が
午
後

1
0
時
か
ら
翌
日
の
午
前

5
時
ま
で
の
間

で
あ
る
場
合
は
、

1
0

0
分
の

1
7

5
)か
ら

1
0

0
分
の

1
0

0
(そ
の
時
間
が
午
後

1
0
時
か
ら
翌
日
の
午
前

5
時
ま

で
の
間
で
あ
る
場
合
は
、

1
0

0
分
の

1
2

5
)を
減
じ
た

割
合

) 
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職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例

- 
3

 
- 

 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

第
1

8
条
第

4
項

 給
料

 
給
料
を
算
出
率
で
除
し
て
得
た
額

 

第
1

8
条
第

5
項

並
び
に
第

1
9

条
第

3
項

 

給
料
の
月
額

 
給
料
の
月
額
を
算
出
率
で
除
し
て
得
た
額

 

第
1

8
条
第

6
項

 規
則

 
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
務
時
間
を
考
慮
し
て

規
則

 

第
2

0
条
の

2
第

2
項

 

定
年
前
再
任

用
短
時
間
勤

務
職
員

 

育
児
短
時
間
勤
務
職
員

 

 

第
1

8
条
第

4
項

 給
料

 
給
料
を
算
出
率
で
除
し
て
得
た
額

 

第
1

8
条
第

5
項

並
び
に
第

1
9

条
第

3
項

 

給
料
の
月
額

 
給
料
の
月
額
を
算
出
率
で
除
し
て
得
た
額

 

第
1

8
条
第

6
項

 規
則

 
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
務
時
間
を
考
慮
し
て

規
則

 

第
2

0
条
の

2
第

3
項

 

定
年
前
再
任

用
短
時
間
勤

務
職
員

 

育
児
短
時
間
勤
務
職
員

 

 

(育
児
短
時
間
勤
務
に
伴
う
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
の
職
員
の
給
与
等
に
関

す
る
条
例
等
の
特
例

) 

(育
児
短
時
間
勤
務
に
伴
う
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
の
職
員
の
給
与
等
に
関

す
る
条
例
等
の
特
例

) 

第
1

6
条
の

3
 
育
児
短
時
間
勤
務
に
伴
う
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
の
職
員
の

給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る

同
条
例
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲

げ
る
字
句
と
す
る
。

 

第
1

6
条
の

3
 
育
児
短
時
間
勤
務
に
伴
う
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
の
職
員
の

給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る

同
条
例
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲

げ
る
字
句
と
す
る
。

 

第
1

6
条
第

1
項

 支
給
す
る

 
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等

に
関
す
る
法
律

(平
成

3
年
法
律
第

1
1

0
号
。
以
下
「
育

児
休
業
法
」
と
い
う
。

)第
1

8
条
第

1
項
の
規
定
に
よ

り
採
用
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
職

員
(以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
に
伴
う
短
時
間
勤
務

職
員
」
と
い
う
。

)が
、
第

1
号
に
掲
げ
る
勤
務
で
正

規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
し
た
も
の
の
う
ち
、
そ
の

勤
務
の
時
間
と
そ
の
勤
務
を
し
た
日
に
お
け
る
正

規
の
勤
務
時
間
と
の
合
計
が

7
時
間

4
5
分
に
達
す

る
ま
で
の
間
の
勤
務
に
あ
っ
て
は
、
同
条
に
規
定
す

第
1

6
条
第

1
項

 支
給
す
る

 
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等

に
関
す
る
法
律

(平
成

3
年
法
律
第

1
1

0
号
。
以
下
「
育

児
休
業
法
」
と
い
う
。

)第
1

8
条
第

1
項
の
規
定
に
よ

り
採
用
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
職

員
(以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
に
伴
う
短
時
間
勤
務

職
員
」
と
い
う
。

)が
、
第

1
号
に
掲
げ
る
勤
務
で
正

規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
し
た
も
の
の
う
ち
、
そ
の

勤
務
の
時
間
と
そ
の
勤
務
を
し
た
日
に
お
け
る
正

規
の
勤
務
時
間
と
の
合
計
が

7
時
間

4
5
分
に
達
す

る
ま
で
の
間
の
勤
務
に
あ
っ
て
は
、
同
条
に
規
定
す
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職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例

- 
4

 
- 

 

改
 
正

 
後

 
改
 
正
 
前

 

る
勤
務

1
時
間
当
た
り
の
給
与
額
に

1
0

0
分
の

1
0

0

(そ
の
勤
務
が
午
後

1
0
時
か
ら
翌
日
の
午
前

5
時
ま

で
の
間
で
あ
る
場
合
は
、

1
0

0
分
の

1
2

5
)を
乗
じ
て

得
た
額
と
す
る

 

第
1

6
条
第

4
項

 第
2
項

 
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例

(平
成

1
9
年
か

つ
ら
ぎ
町
条
例
第

4
0
号
。
以
下
「
育
児
休
業
条
例
」

と
い
う
。

)第
1

6
条
の

3
 

第
1

6
条
第

5
項

第
1
号

 

減
じ
た
割
合

 
減
じ
た
割
合

(育
児
休
業
条
例
第

1
6
条
の

3
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
項
た
だ
し
書
に
規
定

す
る

7
時
間

4
5
分
に
達
す
る
ま
で
の
間
の
勤
務
に

係
る
時
間
で
あ
る
場
合
は
、

1
0

0
分
の

1
5

0
(そ
の
時

間
が
午
後

1
0
時
か
ら
翌
日
の
午
前

5
時
ま
で
の
間

で
あ
る
場
合
は
、

1
0

0
分
の

1
7

5
)か
ら

1
0

0
分
の

1
0

0
(そ
の
時
間
が
午
後

1
0
時
か
ら
翌
日
の
午
前

5
時
ま

で
の
間
で
あ
る
場
合
は
、

1
0

0
分
の

1
2

5
)を
減
じ
た

割
合

) 

第
2

0
条
の

2
第

2
項

 

定
年
前
再
任

用
短
時
間
勤

務
職
員

 

育
児
短
時
間
勤
務
に
伴
う
短
時
間
勤
務
職
員

 

第
2

1
条

 
定
年
前
再
任

用
短
時
間
勤

務
職
員

 

育
児
短
時
間
勤
務
に
伴
う
短
時
間
勤
務
職
員

 

 

る
勤
務

1
時
間
当
た
り
の
給
与
額
に

1
0

0
分
の

1
0

0

(そ
の
勤
務
が
午
後

1
0
時
か
ら
翌
日
の
午
前

5
時
ま

で
の
間
で
あ
る
場
合
は
、

1
0

0
分
の

1
2

5
)を
乗
じ
て

得
た
額
と
す
る

 

第
1

6
条
第

4
項

 第
2
項

 
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例

(平
成

1
9
年
か

つ
ら
ぎ
町
条
例
第

4
0
号
。
以
下
「
育
児
休
業
条
例
」

と
い
う
。

)第
1

6
条
の

3
 

第
1

6
条
第

5
項

第
1
号

 

減
じ
た
割
合

 
減
じ
た
割
合

(育
児
休
業
条
例
第

1
6
条
の

3
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
項
た
だ
し
書
に
規
定

す
る

7
時
間

4
5
分
に
達
す
る
ま
で
の
間
の
勤
務
に

係
る
時
間
で
あ
る
場
合
は
、

1
0

0
分
の

1
5

0
(そ
の
時

間
が
午
後

1
0
時
か
ら
翌
日
の
午
前

5
時
ま
で
の
間

で
あ
る
場
合
は
、

1
0

0
分
の

1
7

5
)か
ら

1
0

0
分
の

1
0

0
(そ
の
時
間
が
午
後

1
0
時
か
ら
翌
日
の
午
前

5
時
ま

で
の
間
で
あ
る
場
合
は
、

1
0

0
分
の

1
2

5
)を
減
じ
た

割
合

) 

第
2

0
条
の

2
第

3
項

 

定
年
前
再
任

用
短
時
間
勤

務
職
員

 

育
児
短
時
間
勤
務
に
伴
う
短
時
間
勤
務
職
員

 

第
2

1
条

 
定
年
前
再
任

用
短
時
間
勤

務
職
員

 

育
児
短
時
間
勤
務
に
伴
う
短
時
間
勤
務
職
員

 

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）
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議 案 参 考 資 料 担当課（室）係

（令和８年第１回定例会１月会議） 企画公室　秘書政策係

４．概要

１．議案名

議案第２号　かつらぎ町過疎地域持続的発展計画の変更について

２．背景・経過

　令和３年４月施行の「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（以下、「過
疎法」という。）に基づき、令和３年９月に策定したかつらぎ町過疎地域持続的発展計
画が令和７年度をもって計画期間が終了することに伴い、計画期間を令和８年度から令
和１２年度までに変更するものです。

３．趣旨・目的

　人口減少に歯止めがかからない現代社会において、総合的かつ計画的な対策を実施す
ることで、地域の持続的発展を目指し、人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福
祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的とす
る現行計画の基本方針を継続し、引き続き効果的な過疎対策事業を実施するために、計
画期間を令和８年度から５年間延長するものです。

　過疎法改正に基づく変更ではないため、計画期間の延長を趣旨とするものです。

【計画期間】
　令和８年度から令和１２年度の５年間。

【主な変更内容】
　①第５次かつらぎ町長期総合計画、かつらぎ町公共施設等総合管理計画等との
    整合性を図り、その他現況に沿った内容に更新。
　②国通知に基づき、現況数値を令和２年国勢調査数値に更新。
　③事業実施状況並びに現時点において計画している令和８年度から令和１２年度
　　までの町事業計画（予定）に基づき、整備計画を更新。
　④第５次長期総合計画における目標値との整合性を踏まえて、基本目標を更新。
　
【備　　考】
　現行過疎法は、令和１３年３月３１日限りで失効予定。
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（令和８年第１回定例会１月会議） 

【議案第２号 参考資料】 

かつらぎ町過疎地域持続的発展計画の変更について 

【現行計画（令和 3 年度～令和 7 年度）】 

令和３年４月施行の「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

（令和 3 年法律第 19 号。以下「過疎法」という。）」に伴い、令和 3 年度

を初年度とする「かつらぎ町過疎地域持続的発展計画（令和 3 年度～令和 7

年度）」を令和 3 年 9 月に策定。 

以降、過疎対策事業債及び過疎地域持続的発展支援交付金の活用のため、

随時、整備計画の変更を実施（直近：令和 7 年 7 月変更／地域内生活拠点整

備事業の追加）。  

 

【計画変更に係る経過】 

令和 7 年  4 月  ： 県通知「令和７年度における過疎地域持続的発展市町村計画等

の変更の手続等について」  

令和 7 年  6 月  ： 現行計画の成果等分析  

令和 7 年  8 月  ： 和歌山県過疎地域持続的発展方針及び過疎地域持続的発展市町

村計画の変更（更新）に関する担当者説明会  

⇒県内変更スケジュールの提示  

令和 7 年  8 月  ： 県事前協議提出  

令和 7 年  9 月  ： 各課調整  

令和 7 年 10 月  ： 政策推進会議（経営会議）にて、更新計画について審議  

令和 7 年 10 月  ： パブリックコメント実施  

令和 7 年 10 月  ： 県事前協議回答書受理  

令和 7 年 11 月  ： 県過疎地域持続的発展方針（変更）策定  

令和 7 年 11 月  ： 県正式協議提出  

令和 7 年 11 月  ： 県正式協議回答書受理  

令和 8 年  1 月  ： 1 月会議上程  

令和 8 年  1 月  ： 変更計画公表（HP）及び総務省へ変更計画提出（予定）  
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【計画変更に係る方向性】 

・ 国、県通知に基づき、今回の計画は過疎法改正に基づくものではなく、過

疎法期限までの計画期間の延長（令和 8 年度～令和 12 年度）が趣旨。（現

行過疎法は、令和 13 年 3 月 31 日限りで失効予定。） 

・ 国通知に基づき、各数値を令和 2 年度国勢調査数値に更新。その他、町独

自記載箇所は適宜最新値へ更新。 

・ 第 5 次かつらぎ町長期総合計画及びその他最新の各種町計画内容との整合、

並びに、現状に基づく内容更新。 

・ 「整備計画」について、現行計画に計上されているものをベースに、完了・

廃止・終了済みのものなどを削除、継続的な事業は保留、現時点において

計画している令和 8 年度から令和 12 年度までの町事業計画（予定）を新規

追加。 

（※過疎対策事業債並びに過疎地域持続的発展支援交付金を活用する事業

は整備計画への記載必須。） 

・ 「公共施設等総合管理計画との整合」項目について、令和 5 年度改定の同

計画内容と整合。 

・ 「基本目標」の更新（第 5 次長期総合計画における目標令和 17 年度値から

逆算して令和 12 年度値を設定、その他現状からの設定） 
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 ≪基本目標≫  

（ア）人口に関する目標  

  全体人口 14,000 人程度（令和 2 年国勢調査人口 15,967 人）  

  年間社会増減  0 人  （平成 31 年度～令和 6 年度 6 年間平均  58.2 人）  

 

（イ）ふるさと住民登録数  ※令和 2 年度制度導入  

累計登録数  1,600 人  （令和 2 年度末  119 人）  

 

（ウ）観光入込客数  

  観光入込客数 2,100,000 人 （令和 2 年度末 1,236,450 人）  

 

（エ）宿泊施設利用者数  

  宿泊施設利用者数  36,500 人 （令和 2 年度末  25,504 人）  

 

（オ）受入れ協議会を通じた移住者数  

  計画期間の移住者数  30 人（平成 27 年度～令和 2 年度末 37 人）  

 

（カ）自治会加入率  

  自治会加入率 80.0％ （令和 2 年度末 83.4％）  
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【過疎対策事業債の活用実績（令和 3 年度～令和 6 年度）】 

令和 3 年度から令和 6 年度までの 4 年間で、6 区分、計 20 事業において、

累計 11 億 5,612 万 8 千円の過疎対策事業債を活用。 
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過疎対策事業債の活用事業一覧表  

 

 

 

 

R3 R4 R5 R6 R7（予算）

事業費 過疎債 事業費 過疎債 事業費 過疎債 事業費 過疎債

（９）観光又はレクリエーショ
ン

かつらぎ西部公園整備事業 136,270 66,300 33,024 17,600 196,233 99,000 36,638 18,300

（１０）過疎地域持続的発展
特別事業　第１次産業

農業共済加入促進事業 2,771 2,500 4,829 2,500 5,636 2,500 5,586 2,500

小　計 ― 139,041 68,800 37,853 20,100 201,869 101,500 42,224 20,800

（１）市町村道
　道路

町道宮本中央線改良 25,368 25,228 12,470 12,300

（１）市町村道
　橋りょう

長寿命化修繕事業 8,140 3,400 11,468 4,700 8,863 3,700

（２）農道
広域営農団地農道整備事業負
担金

10,881 10,800

（５）電子通信施設等情報化
のための施設
その他の情報化のための施
設

光ファイバ網整備事業 191,194 117,100

（９）過疎地域持続的発展特
別事業　交通施設維持

橋りょう点検事業 30,169 5,300 22,998 9,400 25,169 10,300 52,673 12,900

小　計 ― 265,752 161,828 46,936 26,400 34,032 14,000 52,673 12,900

（２）下水処理施設
　公共下水道

公共下水道事業 10,800 10,800 17,900 17,900 14,500 14,500 7,300 7,300

（２）下水処理施設
　その他

合併処理浄化槽設置補助金 6,908 1,600 8,691 2,400 6,509 1,100 3,732 3,700

（３）廃棄物処理施設
　その他

ごみ収集車両購入 6,479 6,400 6,809 6,800 7,909 7,900 5,796 5,700

（４）火葬場 かつらぎ斎場改修事業 38,773 38,700

（５）消防施設
防災基盤整備事業
（防火水槽）

2,145 2,100 20,836 12,800

小　計 ― 24,187 18,800 33,400 27,100 69,836 64,300 37,664 29,500

（３）高齢者福祉施設
　老人ホーム

国城寮建替事業負担金 26,013 18,000 97,870 76,100 302,316 238,800

子ども医療費給付事業 42,282 27,100 46,650 25,100 60,133 25,800 55,725 23,400

高齢者肺炎球菌ワクチン接種事
業

1,056 700 1,231 700 1,132 700 394 200

小　計 ― 69,351 45,800 145,751 101,900 363,581 265,300 56,119 23,600

（１）学校教育関連施設
　スクールバス・ボート

大谷小学校給食調理室整備事
業

3,356 3,100

（１）学校教育関連施設
　スクールバス・ボート

スクールバス運行委託事業購入 8,998 5,200

（４）過疎地域持続的発展特
別事業　義務教育

学校講師雇用事業 2,180 1,000 3,083 1,000 3,359 1,000 3,702 1,000

（４）過疎地域持続的発展特
別事業　その他

スクールバス運行委託事業 28,601 28,500 28,816 26,000 29,696 25,300 29,696 26,400

小　計 ― 30,781 29,500 31,899 27,000 42,053 31,500 36,754 30,500

（１）地域文化振興施設
等　地域文化振興施設

文化財拠点施設整備事業 9,702 9,000 56,917 26,000

小　計 ― 0 0 0 0 9,702 9,000 56,917 26,000

― 529,112 324,728 295,839 202,500 721,073 485,600 282,351 143,300

― 107,059 65,100 107,607 64,700 125,125 65,600 147,776 66,400

5

6

8

区　分

10

交通施設の
整備、交通
手段の確保

生活環境の
整備

子育て環境
の確保、高
齢者等の保
健及び福祉
の向上及び
増進

教育の振興

地域文化の
振興

うち、過疎地域持続的発展特別事業分

（８）過疎地域持続的発展特
別事業　その他

事業名（施設名） 事業内容

（単位：千円）

産業の振興

合　計

2

4
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【過疎税制の活用実績（令和 3 年度～令和 6 年度）】 

令和 3 年度から令和 6 年度までの 4 年間で、製造業の計 12 事業所におい

て、累計 7,673 万 7 千円の固定資産税の課税免除を実施。 

 R3 R4 R5 R6 

事業者数（事業所）  8 6 7 10 

業   種  製造業  製造業  製造業  製造業  

対象設備等  機械装置  機械装置  機械装置、家屋  機械装置、家屋  

課税免除類額（千円）  15,295 14,044 10,351 37,047 

課税免除対象期間：対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から最大 3 年度。  

 

【過疎地域持続的発展計画及び過疎対策事業の評価（令和 3 年度～令和 5 年度）】 

行財政対策協議会において評価（諮問）を実施し、過疎地域持続的発展計

画は「概ね計画どおり」、評価を行った過疎対策事業は「現状維持・拡充」

の評価結果（答申）。 

【過疎地域持続的発展計画の評価】 

 委  員  
達成状況  

評価判定  
計画以上に達成  概ね計画どおり  要改善  

R3 5  5  概ね計画どおり  

R4 5  5  概ね計画どおり  

R5 7  4 3 概ね計画どおり  

【過疎対策事業の評価】 

 事業名  
委  

員  

今後の事業の方向性  評価  

判定  拡充  現状維持  一部改善  縮小  休止廃止  

R3 
新城・花園地区光フ

ァイバ網整備事業  
5 2 3    

現状  

維持  

R4 
子ども医療費給付

事業  
5 1 4    

現状  

維持  

R5 
合併処理浄化槽設

置補助事業  
7 4 1 2   拡充  
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